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１．農林水産施策の基本方向

本県の農林水産業は、就業者が約５万人、産出額932億円（H16年）であり、農林水

産物を安定的に供給し、就労や雇用の機会を確保する一方で、生産活動を通じた県土

保全にも重要な役割を担ってきた。

近年、我が国経済は全体に好況とされるものの、農林水産物の価格低迷、消費者の

嗜好変化、担い手の脆弱化が進み、農林水産業の活性化にむけて取り組むべき課題へ

の的確な対応が求められている。

このような中で、本県農林水産業は「新農業・農村活性化プラン(後期施策)」(H17

～19年) 「新しまね森林・林業活性化プラン」(H13～22年) 「島根県新水産振興基本、 、

構想(改訂版)」(H15～22年)に基づき、各分野ごとの基本計画のもとで、具体的施策

を実施し課題解決に取り組んできた。

一方、地方の自立が一層求められている中 「島根県総合計画」(H16～22年)が策定、

され 「自立的に発展できる快適で活力ある島根」をめざした施策の重点化を進めて、

いる。

さらには 「中期財政改革基本方針 （H16～18年）により、県財政を縮小せざるを、 」

得ない中にあっては、施策の優先度を明らかにし効率的かつ効果的な行政活動の展開

を目指すこととしている。

これらを踏まえ、平成18年度の農林水産施策の構築にあたっては、以下の視点を重

視した。

① 総合計画の順位付け及び施策評価に基づく選択と集中

② 各課横断的事業("流通･販売"、"安全･安心"等)の構築による総合力の発揮

③ 地域の主体性が発揮出来るしくみづくりを重視した事業組み立て

④ 社会情勢の急激な変化に伴う緊急課題への対応

なかでも、農業分野では平成19年度から実施される品目横断的経営安定対策の担い

手要件を満たし、本県農業を支える認定農業者や営農組織を早急に育成していく。林

業分野では施業の担い手としての森林組合が異業種等とも連携し、公共事業に頼らな

い自立的な経営に転換出来るための支援を行っていく。水産分野では、前年度作成し

た｢宍道湖・中海水産資源維持再生構想｣を具体化し、豊かな漁場に再生するための調

査、実証を行う。

さらに、平成18年度の施策展開にあたっては、従来にも増して事業効果や緊急性に

基づく優先順位付けの徹底を図るとともに、具体的な施策の展開の方向として、以下

の視点を重視することとした。

① 消費者の視点を重視した“売れるものづくり”を推進

② 新たな担い手の確保や企業の参入促進等“担い手へ支援を集中”

③ 消費者の情報が生産現場に確実に伝わり、特色（安全、高品質等）のある

生産の実現のためのしくみづくりを推進

なお、施策推進にあたっては、事業着手段階のチエック重視から、進行管理、成果

検証、波及のしくみづくりを徹底する中で、関係者一体となり産業として自立できる

島根の農林水産業をめざす取組を加速することとしている。



分野別施策展開の考え方

基本的視点 ＝ 更なる施策の重点化（産業振興施策の重視） ・明確な役割分担と連携強化 ・効率性・即応性の重視
目指す方向 ＝ 消費者を意識した商品づくり ・新たな付加価値付けと販路開拓 ・新規参入促進と担い手への支援集中

農 業 林 業 水 産 業

１．基本目標 １．基本目標 １．基本目標
消費者に支持され、産業として自立する 循環型社会への推進役を務める森林・林業・ 競争力のある企業経営の推進と「環境」と「地
「しまねの農業」 木材産業 域」との共生

（目標例） 2007年 （目標例） 2007年 （目標例） 2007年
販売額年間1千万円以上農家 550戸 スギ､ヒノキの年間生産量 132千立米 漁業生産量(年間) １３３千ﾄﾝ
農業生産法人数 １４０経営体 林業新規就業者数(年間) ７０人 漁業新規就業者数(年間) １５人
特色ある米販売額 ５２億円 林業認定事業主数(累計) ３８事業主 基幹漁業の漁労体数(累計)163漁労体

２．基本方針 ２．基本方針 ２．基本方針
①消費者の声を活かすしくみづくり ①公益的機能を十分に発揮する 豊かな森 ①適正な資源管理のしくみづくり「 」
・消費者ニーズの把握､産地への情報提供 ・栽培漁業、漁場環境の保全の推進づくり
・多様な販路創出と拡大 ・資源情報収集等による資源管理の適正化・多面的機能の持続的発揮に向けた森林の整

備・保全・ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ等産地情報の発信
マーケティング活動の推進 つくり育てる漁業の推進間伐の推進、多様な森林施業の推進
輸出を含む多チャンネル販売 資源管理計画の推進治山対策、保安林整備、県民との協働による

森づくり 等
②特色ある、売れるものづくり ②漁業経営基盤の強化のしくみづくり
・品質､安全等特色あるもの･産地づくり ・沖合漁業経営体の体質改善②林業・木材産業の振興

・新たな担い手の確保と漁協組織の再編育林・伐採から建築に至るコスト低減
エコ・有機農業生産の推進 ・島根の魚特産品戦略の推進流通加工の高度化による市場競争力向上

県産材利用拡大、ＰＲ強化 等加工・新商品開発
基幹漁業漁船の更新促進③地域を元気にする人づくり

・新規就農者の育成、認定農業者、集落 １県１漁協(H18年1月JFしまね③森林資源を活かした中山間地域づくり
営農組織、農業法人等の育成 発足）・多様な森林資源と森林空間の利活用

｢島根の魚｣特産品戦略の展開等特用林産物の生産振興、木質ﾊﾞｲｵﾏｽの多段階
③利用、都市住民との交流 等

県民と共生する水産業づくりU･Iﾀｰﾝ者への経営支援
集落営農の推進と高度化 ・異業種交流や都市部との交流推進④森林管理の働き手の確保・育成

・新規就業者の確保、基幹的従事者の育成 ・漁村環境整備④農業を核とした地域づくり
・都市農村交流による活性化 ・認定事業主の育成、森林組合の機能強化
・条件不利地域での集落維持の取組など 都市と漁村の交流

漁村の生活環境整備３．主な推進手法
３．主な推進手法 ３．主な推進手法・森林の流域管理システムによる推進
･課題毎の による推進 ･課題毎の による推進プロジェクト アクションプログラム方式 ・機能別ゾーニングによる森林整備の推進
･数値目標設定と綿密な進行管理など ･重点施策への集中化・ 水と緑の森づくり事業」による推進「



本県農業施策の基本方向について

－新農業・農村活性化プラン後期施策の推進－

１ 基本的な考え方

(1) 農業・農村の県民に果たす役割

■本県の農業・農村は、県民に安全で新鮮な食料を安定供給する外、県土の保全や

水源のかん養、景観の形成、地域文化の伝承等多くの機能を発揮している。

■食の安全性や健康への懸念が高まりつつあることから「健全な食生活を実践でき

」 。る人間を育てる 食育等の場面で農業・農村の持つ教育機能も重要視されている

■これらの多面的機能は、安定した農業生産活動が持続されることにより機能発揮

されるものであり、その役割を重視していくことが重要である。

(2) 目指すべき方向

■消費者視点の重視及び産業施策に重点化。

・新農業・農村活性化プラン（以下「プラン」という）前期施策の検証結果、先

進的事例、社会・経済的状況の変化を踏まえ 「消費者の視点を重視し、産業、

として自立する農業」の実現を目標とする。

■３年間に取り組むべき課題についてプロジェクト活動を設定して重点的に活動を

実施。

・県プロジェクト13本、地域プロジェクト32本

■「経営所得安定対策等大綱」に基づく諸対策に関する本県課題への対応を意識し

て取組を実施。

○米政策改革推進対策→ 品質にこだわった売れる農産物や生産・加工・販売

が一体となったアグリビジネス型産地の育成

○品目横断的経営安定→ 対策の対象となる担い手(農業経営体)の早急な育成

対策

○農地・水・環境保全→ 地域における施策の浸透と経営安定対策等との一体

向上対策 的推進、環境への負荷軽減農業の推進

２ 基本目標

、■ を基本目標として『 、 「 」』消費者に支持され 産業として自立する しまねの農業

取組を推進。

３ 基本方針

(1) 生産活動を進めるための基本方針及び具体的施策の展開

ア 「消費者の声を活かす」しくみづくり

■消費者・市場ニーズの徹底した把握と分析に基づき、生産から加工・流通・販

売までの一貫した戦略の下で次の取組を進めていく。

①消費者ニーズの把握とその情報を生産現場へ反映するしくみづくり

②地産地消、相対取引、直接販売、輸出等の多様な販路の創出と拡大



③農産物の特徴・生産履歴等生産地情報の発信の取組

イ 「特色ある、売れる」ものづくり

■プラン前期施策の期間中において、不利な条件の中でも一定の成果をあげた品

目は、的確な戦略と消費者にアピールできる特徴を持ったものである。

■そこで、プラン後期施策においては 「消費者志向の把握による売れるものづ、

くり、特色ある産地づくり」を産地づくりの基本とする。

■具体的には次の取組を推進する。

①品質にこだわった「売れる農産物づくり、特色ある産地づくり」

②有機・エコ等「安全で環境に配慮したものづくり」

③地域特産物や健康食品の素材生産等「地域資源を活用したものづくり」

④生産・加工・販売が一体となった「アグリビジネス型産地づくり」

ウ 「地域を元気にする」人づくり

■地域をリードし、自立する産地の中核となる意欲ある個別経営体や組織経営体

を引き続き育成していく。

■特に、平成19年度から実施される「品目横断的経営安定対策」の対象となる経

営体の育成に組織をあげて取り組んでいく。

■前期において成果をあげた認定農業者や新規就農者、集落営農組織等の担い手

の量的確保について、引き続き取り組むとともに、経営改善計画の達成や法人

化等経営体質の強化も重視する。

■具体的には次のような担い手を育成・確保する。

①産業の担い手である個別経営体や組織経営体

②他産業から農業へ参入する経営体

③地域の生産を維持できるような集落営農組織

④新たに農業に取り組む新規就農者

⑤品目横断的経営安定対策対象経営体

(2) 生産活動を支える「農業を核とした」地域づくり

■農業生産の場である農村は、同時に生活の場でもあり、また健全な生産活動や農

村社会の継続は、農山村の持つ公益的機能の維持につながることから 「農業を、

核とした」活動の展開による地域づくりを進める。

■「中山間地域活性化計画」では、中山間地域活性化に係る施策を各部局と連携し

て総合的・計画的に取組を推進する。

■平成19年度から実施される「農地・水・環境保全向上対策」の有効活用に向けて

モデル事業等を実施する中で、地域での体制整備を図る。

■地域づくりに関して次のような事に具体的に取り組んでいく。

ア 都市農村交流の取組

イ 条件不利地域における集落維持の取組

ウ 農村生活環境の整備

エ 農地等の地域資源保全に向けての取組

オ 鳥獣被害対策の取組



本県森林・林業施策の基本方向について
－新しまね森林・林業活性化プランの推進－

１ 基本的な考え方

(1) 森林・林業・木材産業が果たす役割
■自然環境への負荷をできる限り抑制し、限りある資源を有効活用する循環型社会への移

行が求められている状況において、森林は自然環境的基盤、県民共有の公共的財産と位

置づけられる。

■県内に豊富に存在する森林資源は、環境負荷の少ない再生産可能な優れた資源であり、

林業・木材産業は、循環型社会を支える産業として、中山間地域等の地域経済の活性化、

定住促進に大きく貢献することが期待される。

(2) 目指すべき方向
■森林を、21世紀の循環型社会を支える木材等の生産資源、地球環境や生活環境を守る環

境資源、地域の自然や風土を育む文化資源として、県民と行政の協働による森林整備に

取組む。

■循環型社会の形成に寄与するため、バイオマス利用等による木質資源の幅広い利用を進

める。

■豊富な森林資源の活用を基本として、多様で再生産可能な資源を組み合わせた地域複合

型産業の振興により中山間地域の活力回復を目指す。

２ 基本目標
■『循環型社会への推進役を務める森林・林業・木材産業』を基本目標として、森林の多

様な機能の持続的発揮をより重視するとともに、森林の管理・経営を担う林業と、木材

の加工流通を通じて森林整備に寄与する木材産業が、その役割を持続的に果たしていけ

るよう施策展開を図る。

３ 基本方針
■基本目標を踏まえ、多様な機能を発揮する健全な森林の整備と林業・木材産業の振興の

ため、次の４つの事項を基本方針として取組む。

■また、森林を適切に整備・保全し、健全な森林を次世代に引き継ぐ新たな取組みを進め

るため、平成17年度から『水と緑の森づくり税』を導入したところであり、荒廃した人

工林の整備や広葉樹の植栽、森づくりや木材利用への県民参画の促進等を通じ「豊かな

森」づくりの展開を図る。

(1) 公益的機能を十分に発揮する「豊かな森」づくり

■スギ・ヒノキを主体とする人工林は、年々成長し今後伐採期を迎えるなど、県産木材の

供給能力が高まることが見込まれる。

■地球環境問題への対応が求められている中で、二酸化炭素の吸収源・貯蔵庫となる森林

を守り育て、地球温暖化防止にも貢献していく必要がある。

■このため、森林の管理・経営形態などを考慮するとともに、公益的機能の発揮により重

点を置き、森林を次の３つに区分し、各区分毎に重視する機能がより高度に発揮される

よう望ましい姿の森林に整備・誘導していく。

○『水土保全林 （水源かん養機能又は山地災害防止機能の発揮を重視）』

○『森林と人との共生林 （生活環境の保全や保健文化機能の発揮を重視）』

○『資源の循環利用林 （木材生産機能を重視）』



■区分毎の望ましい森林への誘導に当たっては、平成16年度に策定した「新しまね間伐推

進基本方針」に基づき、喫緊の課題である間伐対策に取組むとともに、次の主要な取組

みを展開する。

○治山事業や林業公社・緑資源機構事業等の公的関与による森林整備の推進

○複層林整備や広葉樹林改良、重要な松林の保全対策、野生鳥獣生息環境の整備等による多

様な森林の整備・保全

○森林整備地域活動支援交付金の有効活用や、森林整備協定の締結等に基づく上下流の協力

による森林整備の推進

○森とのふれあい活動や森林ボランティア活動の促進、林業体験等の学習機会の確保を通じ

た森づくりへの県民理解や参加の促進

(2) 林業・木材産業の振興
■木材需要は、表面の化粧性を重視した製品から、乾燥材等の品質や性能が明確な製品に
移行しており、住宅資材としての利用促進には、木材供給側が住宅生産者や消費者の木
材製品に対するニーズを踏まえた安定的な供給を確保していくことが課題となっている。

■また、県産木材の利用促進は、木材産業の活性化のみならず、森林資源の循環利用によ
る林業の持続的な発展によって健全な森林整備につながるものであることから、次の主
要な取組みにより林業・木材産業の振興を図る。

○木材の低コスト安定供給体制の構築と路網整備

○流通拠点整備等によるトータルコストの低減

○木材の品質向上と高次加工の推進

○県産材利用促進と積極的なＰＲ

■特に県産材の需要拡大を図るため、平成15年度に策定した「島根県木質資源活用維新計
画」に基づき、県産材を使用した木造住宅建築の促進、公共事業等での一層の県産材使
用、丸太の輸出や合板製造におけるスギ材の使用等の新たな試みなどに取組む。

(3) 森林資源を活かした魅力ある中山間地域づくり
■森林の多面的機能が発揮されるためには、中山間地域が健全に維持されていくことが必
要であり、多様な価値をもつ地域資源を活用した産業育成により就業機会や所得の確保
等を図るため、次の取組みを展開する。

○食用きのこ類、木炭などの多様な森林資源の活用と農業との連携

○木質系バイオマスの活用

○都市との交流促進

○鳥獣被害対策の推進

(4) 森林管理の働き手の確保と育成
■森林を適切に維持・管理し多面的な機能を発揮させながら林業生産活動を持続していく
ためには、森林管理の働き手の育成と確保が不可欠であり、島根県林業労働力確保支援
センター等との連携を図りつつ次の取組みを進める。

○就業相談、就業前後における研修の実施、情報提供の強化等による新規就業者の確保

○認定事業主の育成、森林組合の機能強化など林業事業体の育成

○林業事業体における雇用条件の改善や高度な技能を有する技術者の養成等による基幹的

林業従事者の育成・確保、地域林業のリーダーとなる意欲ある林業後継者の育成・確保

４ プラン後期施策の見直しについて
■現行プランは、平成 年３月に森林・林業分野の総合的な基本計画として策定され、13
平成17年度末で前期５カ年が経過する折り返しの時期を迎えた。プラン策定後の県の厳

しい財状況や森林林業を巡る近年の諸情勢に対応していくため、平成18年度はプラン後

期施策の進め方やその内容について見直しを行うこととしている。



本県水産業施策の基本方向について

１ 基本的な考え方

■本県は好漁場を有するが、外国漁船との漁場・資源の競合、回遊性資源の減少、

就業者の高齢化などにより生産量は近年大きく減少してきた。

■こうした中で、国においては 「水産基本法 「漁港漁場整備法」が制定され、、 」

安全・安心で良質な水産物を安定的に供給し、水産業の健全な発展を図るという

水産基本法の理念の実現に向けた取組が始まっている。

■本県においても平成10年に策定した「島根県新水産振興基本構想」により、本県

沖合域を“第２県土”と位置づけ、水産資源の持続的利用を基本として 「資源、

管理型漁業」や「つくり育てる漁業」の推進を図ってきたところである。

■平成15年には、日韓新漁業協定の発効や水産基本法の制定等、状況の変化を踏

まえ、基本構想の見直し作業を行った。その中では、経営・流通対策、後継者対

策を主要課題とし、基幹漁業の再構築、沿岸・沖合域の漁場開発の推進、一県一

漁協への合併、漁港・漁村環境の整備などに取り組むこととしている。

２ 基本目標

■資源量に見合った適正な漁業の実現、生産物の高付加価値等により漁業経営の安定

化を図り、産業として魅力ある漁業の確立と漁村地域の活性化の促進を図ることを基

本目標とする。

３ 基本方針

（１） 新海洋時代への対応 ～適正な資源管理のしくみづくり～

－漁業資源の適正管理の推進－

■“第２県土”の環境を保全しつつ、水産資源の適正な管理と持続的利用を図るた

め 「資源管理型漁業 「つくり育てる漁業」を積極的に推進する。、 」

① 資源管理の強化と環境保全

■漁獲量が低水準にあっても漁業経営が成り立つよう、資源の量的な管理、鮮度保

持等の質的管理、コスト削減への取り組みを一体的に推進する。

■監視取締体制の整備に努めるとともに、漁場環境の保全対策を推進する。

② つくり育てる漁業の振興

■第５次栽培漁業基本計画に基づき、マダイ、ヒラメ、オニオコゼ、アカアマダイ

等について、栽培漁業の振興を図る。

■疾病のまん延防止等防疫体制の強化を図る。

③ 水産基盤の整備

■漁港・漁村を「水産基盤」として総合的・集約的な整備を進め、水産物の安定供

給と漁村の活性化を図る。

■生態系、景観等の自然環境に対し、十分配慮した整備を行い、漁村の有する多面

的な機能の維持・増進を図る。

■高層魚礁の設置等により大規模な沖合漁場開発を推進するとともに、増養殖場の

整備を推進し、沿岸漁場の総合的利用を図る。

④ 日韓新漁業協定下における漁業管理体制の確立

■竹島の領土権を確立の上、排他的経済水域の境界線を確定し、暫定水域の撤廃



が図られるまでの間は、暫定水域における漁業秩序や資源の管理体制が早期に確

立するよう運動を推進する。

■本県沖合の我が国排他的経済水域における外国漁船の監視取り締まり体制の強化

を国に要望する。

（２）変革する産業・経済構造への対応～漁業経営基盤の強化の仕組づくり～

－活力ある水産業の育成－

■国民のニーズに的確に対応した水産物の安定供給と漁村地域の活性化に資する活

力のある水産業を確立するため、漁業経営基盤の強化や合併漁協の経営安定及び

産地市場統合等を推進する。

① 漁協組織の強化

■平成18年1月県下20漁協が合併し、県漁連や県信漁を統合した漁業協同組合ＪＦ

しまねが発足したところであり、漁協組織の基盤強化がさらに九冒されるよう支

援していく。

② 経営基盤の強化

■燃油の高騰及び大型クラゲの大量発生に起因する漁業経営の悪化に対し、長期

運転資金を創設、支援する

■経営基盤の強化を図るため、系統金融と連携して基幹漁業を中心とした経営体へ

の経営指導を推進する。

③ 内水面の総合的利用

■宍道湖・中海における水産振興を図るため 「宍道湖・中海水産資源維持再構想、

構」に基づく諸施策を関係機関との連携のもと、総合的に推し進める。

■河川については、地場産アユ種苗を放流していく「しまねの鮎つくりプラン」を

関係者とともに実施していく。

■水辺の教室を開催し、内水面漁業や自然環境の保全の重要性をＰＲする。

④ 担い手の確保育成

■島根県漁業就業者確保育成センターが実施する就業希望者に対する漁業体験や漁

労技術習得研修等の取り組みを支援する。

⑤ 水産物の流通の高度化と高付加価値化

■小規模な水産物卸売市場を統合し、漁業協同組合ＪＦしまねの一元的販売体制を

構築する。

■殺菌冷海水装置を利用した高品質で「安全・安心」な水産物の供給体制を整備す

る。

■消費者ニーズを的確に捉えた水産物の高付加価値を推進するため 「売れるしま、

ねの水産物づくり事業」の積極的な展開を図る。

⑥ 試験研究の充実

■漁業経営の安定（コスト削減等 、資源の増大、水産物の付加価値向上などを目）

指した技術開発を推進する。

（３） 共生の時代への対応 ～国民と共生する水産業づくり～

① 漁村地域の環境整備

■漁業生産基盤、漁村・都市交流、漁業体験、水産物直販施設等の整備を図り、沿

岸漁業の振興と漁村地域の活性化及び都市漁村間の交流を支援する。



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業名 所管所属

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

林業課

林業課

農林水産関係審議会・プラン等の進行管理事務 農林水産総務課

農林水産関係審議会事務 農林水産総務課

農林水産関係振興プラン等の進行管理事務 農林水産総務課

農林水産総務課

農林水産総務課

農業経営課

農業経営課

農林水産総務課

農林水産総務課

農林水産総務課

農林水産総務課

農林水産総務課

農林水産総務課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農産振興対策 農畜産振興課

売れる米づくり推進事業 農畜産振興課

しまね麦・大豆等安定供給推進事業 農畜産振興課

米の計画的生産推進事業 農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農業競争力強化対策事業 農畜産振興課

特定農山村振興対策事業 農畜産振興課

野菜振興対策 農畜産振興課

野菜振興県推進事業 農畜産振興課

果樹振興対策 農畜産振興課

魅力あるくだものづくり事業 農畜産振興課

花き特作振興対策 農畜産振興課

愛される島根の花づくり事業 農畜産振興課

特用作物生産推進事業 農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

畜産に関する試験研究の推進 農畜産振興課

畜産技術センター試験研究費 農畜産振興課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

ほ場の整備事業

ほ場整備事業（県営・団体営）

農地集団化の促進事業

農家負担軽減対策事業

用排水施設・ため池の整備事業

用排水施設等整備事業（県営・団体営）

自給飼料増産対策事業

畜産公共事業

繁殖雌牛群整備事業

酪農生産性向上対策事業

高能力乳用牛作出事業

自給飼料増産推進事業

青年農業者の資質向上

農業構造改善対策

経営構造対策事業

肉用牛生産性向上対策事業

肉用牛規模拡大対策事業

種雄牛選抜事業

優良種苗確保対策

農業従事者の資質向上

島根県と中国農業部との技術交流事業

農業技術交流促進事業

改良普及員による普及活動事業

農業改良普及事業

中核的農業者資質向上事業

公有財産（知的財産）の管理

公有財産（知的財産）の管理事務

農林水産技術情報の受発信事業

農林水産技術情報受発信事業

干拓地における営農の定着推進

中海干拓営農センター業務

政策２．戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施策Ⅰ-２-１．商工業の経営・技術革新の支援

中海水中貯木場の管理運営

農業技術センター試験研究費

農業に関する試験研究の推進

中海水中貯木場管理運営

施策Ⅰ-２-２．農林水産業の生産力の向上支援

農林水産試験研究の進行管理事務

農林水産技術会議事務



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業名 所管所属

農地整備課

農地整備課

農村整備課

農村整備課

農地整備課

農地整備課

農村整備課

農村整備課

国からの委託調査事務 農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

淡水化代替水源対策事業 農地整備課

国営土地改良事業完了地区等に関わる事務 農地整備課

国営事業完了地区等対策推進事業 農地整備課

国営造成施設管理事業 農地整備課

特定中山間保全整備事業に関わる事務 農地整備課

特定中山間保全整備事業関係事務 農地整備課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

森林整備法人事業 林業課

森林整備法人活動支援事業 林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

中山間地域の農林試験研究の推進 林業課

中山間地域の農林試験研究推進事業 林業課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林資源情報の更新・管理事業

地球温暖化防止吸収源対策事業

森林造成事業

造林事業

森林病害虫等防除事業

林業種苗供給事業

高性能林業機械基幹オペレーター養成事業

森林計画策定事業

地域森林計画の樹立事業

市町村森林整備計画の樹立支援事業

リーダーとなる経営者等の育成

地域林業活性化グループ活動支援事業

林業普及指導活動の推進

林業普及指導事業

県有林管理事業

県有林整備事業

木材生産流通体制の整備

木材生産流通体制整備促進事業

制度資金による生産活動等支援事業

林業労働条件の整備事業

県民参加による森づくり事業

林業公社事業

林業公社森林整備支援事業

林業公社経営改善支援事業

県行造林事業

県行造林事業

国営中海土地改良事業関係事務

本庄工区周辺整備対策事務

森林所有者等による計画的な森林整備等の促進

森林整備地域活動支援交付金事業

流域森林・林業活性化対策事業

県民参加による森づくり

土地改良団体の指導・運営事務

土地改良団体指導・運営事務

土地改良施設の管理等事務

土地改良事業認可等事務

土地改良施設等の管理事業

国営中海土地改良事業に関わる事務

用排水施設・ため池の整備事業

用排水施設等整備事業（県営・団体営）

農道の整備事業

農道整備事業（県営・団体営）

農道の整備事業

農業基盤整備基礎調査等事務

農道整備事業（県営・団体営）

農業農村整備計画等事務

新土地改良長期計画等管理事務



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業名 所管所属

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

水産課

水産課

林業課

林業課

林業課

林業課

林業課

農林水産物輸出対策 しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

農林水産物の流通促進事業 しまねブランド推進課

林業課

林業課

林業課

「森と暮らす・しまねの木の家」普及促進事業 林業課

水産物の販路拡大事業 水産課

売れるしまねの水産物づくり事業 水産課

水産課

水産課

商社的機能の整備事業

県産材需要の拡大

島根材需要拡大促進事業

木質資源活用維新事業

水産物の販路拡大事業

売れるしまねの水産物づくり事業

木質バイオマス資源利用促進事業

施策Ⅰ-２-４．県産品の販路開拓・拡大の支援

しまね農林水産物輸出関連対策事業

ブランド産品等の販路開拓の推進

ブランド産品等情報発信

ブランド産品等販路拡大事業

木材の品質向上と高次加工の推進

木材高品質加工体制整備事業

高品質化支援事業

ブランド産品の育成

木材加工金融対策事業

木質バイオマス資源利用促進事業

漁港整備事業

漁港管理

施策Ⅰ-２-３．農林水産、商工の連携の推進

ブランド産品の育成

ブランド産品づくり事業

ブランド産品等レベルアップ支援事業

水産情報体制の整備事業

水産業情報提供事業

漁業無線指導事業

漁場の造成・開発

漁場整備事業

漁港の整備

普及指導の充実事業

普及指導体制強化事業

県民参加の海づくり事業

漁場環境保全対策補助事業

内水面漁業体験学習事業

お魚ふやそうPR事業

宍道湖・中海水産資源維持再生事業

内水面環境活用総合対策事業

水産技術の開発と実用化の推進事業

高付加価値技術開発事業

資源管理技術開発事業

増養殖試験研究事業

みどりの森緊急整備事業

つくり育てる漁業推進事業

栽培漁業事業化総合推進事業

栽培漁業種苗生産事業

新規栽培対象技術開発事業

内水面漁業の振興事業

間伐促進対策

間伐材搬出促進対策

林道網の整備

県・市町村林道事業

緑資源機構林道事業

みどりの森緊急整備事業



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業名 所管所属

施策Ⅰ-３-２．地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興

農業経営課

農業経営課

食育の推進 農林水産総務課

食育推進事業 農林水産総務課

人と環境にやさしい農業推進対策 農畜産振興課

人と環境にやさしい農業推進事業 農畜産振興課

しまね有機の里づくり推進事業 農畜産振興課

島根の米ビジネス確立対策 農畜産振興課

島年の米ビジネス推進事業 農畜産振興課

たち上がる産地育成支援事業 農畜産振興課

たち上がる産地育成支援事業 農畜産振興課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

林業課

林業課

林業課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

林業課

林業担い手育成確保対策事業 林業課

水産課

水産課

水産課

水産課

農林水産総務課

農林水産総務課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

しまね型経営体育成事業 農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農地利用集積推進対策事業 農業経営課

農業経営課

農業委員会・農業会議運営支援事業

農業委員会・農業会議運営支援事業

農地の利用調整

農業振興地域の整備促進

農地利用関係の調整・調査

担い手確保・育成情報収集支援事業

担い手総合支援事業

中山間地域等直接支払事業

中山間地域等直接支払事業

農林水産業協同組合検査

農林水産業協同組合検査費

担い手の育成

農地利用集積の促進

農業制度資金融資事業

農業制度資金融資事業（特別会計）

水産業の担い手の総合対策

新規就業者確保・育成事業

新規就業者融資対策事業

漁業担い手育成強化事業

政策５．経営の安定強化の支援

施策Ⅰ-５-１．農林水産業の経営安定強化の支援

農外企業の参入促進

企業参入促進事業

新規就労者の確保事業

新規就農者確保・育成事業

新規就農者確保事業

新規就農者確保事業（特別会計）

就農促進活動事業

伝統工芸品後継者育成事業

伝統工芸品支援施策策定事業

政策４．産業を担う人づくり

施策Ⅰ-４-１．農林水産業の新たな担い手の育成

農業大学校における新規就農者確保事業

農業大学校における教育研修

多様な森林資源を活用した地域の活性化

山の幸づくり振興対策事業

特用林産物生産振興施設等整備事業

施策Ⅰ-３-４．伝統産業の育成

伝統工芸品の育成

伝統工芸品販路拡大事業

政策３．地域資源を活かした産業の振興

しまね農林水産物の加工、商品化の推進

農業技術センター加工研究部試験研究費

地産地消総合推進事業

地産地消推進事業

地産地消啓発事業



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業名 所管所属

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農業経営課

農畜産振興課

農畜産振興課

農業災害対策 農畜産振興課

農作物気象災害対策事業 農畜産振興課

農作業安全等推進事業 農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

中小家畜経営安定対策事業 農畜産振興課

中小家畜対策事業 農畜産振興課

林業課

森林組合育成事業 林業課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

離島漁業再生支援事業 水産課

水産課

水産課

合併漁協財務改善対策事業

広域拠点漁協合併等組織強化事業

水協法に基づく指導・監督事務

環日本海資源管理体制確立事業

国際漁業対策事業

水産業融資対策事業

漁業共済推進事業

基幹漁業支援事業

漁業経営構造改善推進事業

漁業管理推進事業

漁場利用調整事業

漁業秩序維持管理事務

漁場環境保全調査事業

漁場環境保全調査事業

漁業経営安定化対策事業

資源管理対策事業

漁獲管理事業

資源管理型漁業推進事業

合併漁協組織強化対策事業

生乳流通消費対策事業

林業事業体の経営基盤強化事業

森林保険事業

森林保険事業

有害鳥獣対策事業

野生鳥獣被害対策事業

畜産経営体支援指導事業

肉用牛価格安定対策事業

農業者年金等監査指導事業

野菜価格安定対策事業

野菜価格安定対策事業

畜産経営安定対策事業

農業協同組合等指導事業

公益法人に関する事務

農業共同利用施設災害復旧事業に関する事務

国有農地等（自作農財産）の管理

自作農財産管理事務

農業者年金等の監査指導

農業共済の推進

農業共済事業の推進

農業共済団体指導事業

農業協同組合等指導



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅱ．それぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業 所管所属
政策の柱Ⅱ．それぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農村整備課

農村整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

森林整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

農地整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

漁港・漁港海岸施設災害復旧事業 漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

農畜産振興課

農畜産振興課

農林水産「食の安全」対策事業 農畜産振興課

安全安心な畜産物の生産流通事業 農畜産振興課

農林水産「食の安全」対策事業 農畜産振興課

生産物安全対策 農畜産振興課

土壌環境対策事業 農畜産振興課

農畜産振興課

食品流通対策事業 農畜産振興課

安全安心な畜産物の生産流通事業 農畜産振興課

農林水産「食の安全」対策事業 農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

農畜産振興課

しまねブランド推進課

しまねブランド推進課

水産課

水産課

政策１．安全な生活の確保

地すべり対策事業

地すべり等防止法に基づく行為制限の許可事務

地すべり防止施設管理事務費

農地地すべり防止区域内等における防止事業

地すべり防止施設管理事務

施策Ⅱ-１-７．災害に強い県土づくり

農地地すべり防止区域内等における防止事業

保安林整備管理事業

保安林整備管理事業

林地開発許可事務

林地開発許可事務

治山事業

治山施設事業

地すべり防止事業

災害復旧事業

農地・農業用施設災害復旧工事（県営・団体営）

県営防災ダム管理運営事務

防災ダム管理及び保守事務

政策２．食の安全・安心の確保

海岸保全区域内における保全事業

海岸保全施設整備事業

海岸法に基づく占用等の許可事務

農地・農業用施設災害復旧事業

安全・安心な農産物の生産流通

安全安心しまねの農産物生産確立事業

施策Ⅱ-２-１．自主管理ｼｽﾃﾑの導入促進

漁港海岸の保全

漁港海岸保全事業

漁港海岸管理

災害復旧事業

家畜衛生対策事業

家畜衛生対策事業

家畜伝染病予防事業

家畜伝染病予防事業

施策Ⅱ-２-２．生産から消費に至る安全確保対策の推進

農業環境対策事業

市場流通適正化推進事業

水産物新鮮・安全対策の推進事業

水産物衛生・安全対策事業

ＢＳＥ検査体制確立事業

飼料の安全性確保及び品質の改善に関する事務

飼料安全対策事業

食品流通対策事業



島根県総合計画「政策・施策」体系（農林水産部関係抜粋）

政策の柱Ⅲ．豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り

            　　　　　　　   政策・施策・基本事務事業・事務事業 所管所属

農村整備課

農村整備課

森林整備課

森林整備課

優れた自然の保全事業 森林整備課

ラムサール条約普及啓発事業 森林整備課

緑豊かな森の再生事業 林業課

森の再生と継承事業 林業課

農村整備課

農村整備課

林業課

林業課

県民参加の森づくり事業 林業課

森づくり推進事業 林業課

森づくり・資源活用実践事業 林業課

水産課

水産課

水産課

農林水産総務課

農林水産総務課

資源循環推進対策 農畜産振興課

資源循環対策推進事業 農畜産振興課

環境と調和した畜産推進事業 農畜産振興課

資源循環型畜産確立対策推進指導事業 農畜産振興課

寧夏緑化国際協力事業 林業課

林業課

幹線道路の整備に資する農道の整備事業 農地整備課

広域ネットワークの形成に資する農道の整備事業 農地整備課

身近な生活道路の整備に資する農道の整備事業 農地整備課

隣接市町村間や市町村内アクセス利便性の向上等に資する農道の整備事業 農地整備課

身近な生活道路の整備に資する林道整備事業 森林整備課

隣接市町村間や市町村内アクセス利便性の向上等に資する林道整備事業 森林整備課

幹線道路の整備に資する漁港臨港道路整備事業 漁港漁場整備課

広域ネットワークの形成に資する漁港臨港道路整備事業 漁港漁場整備課

政策４．快適な暮らしの実現

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

農村整備課

漁港漁場整備課

漁港漁場整備課

林業課

林業課

政策の柱Ⅲ．豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り

政策１．人と豊かな自然が共生している地域社会の実現

施策Ⅲ-１-１．多様な自然の保全

土地改良事業に関する意識啓発事業

中山間ふるさと水と土基金事業等事務

鳥獣保護対策事業

野生鳥獣保護対策事業

施策Ⅲ-１-２．自然とのふれあいの推進

環境に配慮した土地改良事業の推進事業

生態系保全型水田整備推進事業

施策Ⅲ-２-１．廃棄物等の循環システムの構築

政策２．環境への負荷の少ない循環型社会の実現

宍道湖自然館管理事務

森林に対する県民理解の促進事業

森林林業体験活動推進事業

宍道湖自然館の管理運営事業

宍道湖自然館管理運営事業

バイオマス利活用フロンティア推進事業

施策Ⅲ-４-１．快適な都市・農山漁村空間の整備

政策３．便利な暮らしの実現

施策Ⅲ-３-１．道路網の整備

寧夏緑化国際協力事業

バイオマス利活用の推進

農業集落排水施設の整備事業

施策Ⅲ-４-２．快適な居住環境づくり

農村公園等管理事務

農村公園等の整備事業

農村公園等整備事業（県営・団体営）

施策Ⅲ-２-３．地球環境保全の推進

緑化推進事業

緑化推進事業

漁村環境の整備

漁村環境整備事業

農業集落排水施設の整備事業

営農飲雑用水施設の整備事業

営農飲雑用水施設整備事業（県営）

営農飲雑用水施設管理事務



【 】 〔 〕農林水産総務課 その他事業

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計 画 政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興

施 策 名 ２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興

基 本 事 務 事 業 名 食育の推進

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

千円 ・食を選択する力を習得し、健全な 県食育推進事業 8,544

食生活を実践することができる人を 市町村等

育てる「食育」に関して、県の推進

計画の作成や普及啓発に係る事業を

実施するとともに、取り組みを行う

市町村への支援を実施する。

総 合 政 策 の 柱 Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り

計 画 政 策 名 ２環境への負荷の少ない資源循環型社会の実現

施 策 名 １廃棄物等の循環システムの構築

基 本 事 務 事 業 名 バイオマス利活用の推進

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

千円 ・バイオマス利活用を推進するため 県バイオマス利活用フロンテ 684 、

島根県バイオマス利活用推進協議会ィア推進事業

の運営、普及啓発活動、情報の収集

・発信を行う。



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ４産業を担う人づくり計 画

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 名 農外企業の参入促進

事 業 名 企業参入促進事業

１．趣旨

担い手の高齢化や零細な経営規模による生産性の低さから農業産出額の低迷が続い

ている中、企業の持つ経営力や資本力を農業経営に活かし、新たな農業経営体を育成

するとともに、地域の農業者と生産や加工・販売を協働する新たな産地づくりを目指

す企業の農業参入を促進し、地域農業の再構築を図る。

２．事業概要

（１）企業参入推進事業

企業の農業参入をより積極的に推進し、地域農業の中核となりうる経営体を

育成するため、県が企業訪問・相談対応から参入支援まで行う。

（２）農業参入意向企業調査研究支援事業

企業が農業参入前に行う調査・研究・技術習得に要する経費の１／２以内を

無利子貸付する （返還免除制度あり） ・貸付上限額 １，５００千円。

（３）企業参入促進整備事業

企業あるいは企業が新たに設立した子会社・関連会社、または県内に参入す

る県外企業が、農業参入するため農業生産及びその加工・販売に必要な施設・

機械を整備する場合その経費を助成する。

・上限事業費 担い手確保型 ３０，０００千円

産地づくり型 共同生産出荷タイプ ５０，０００千円

契約取引タイプ １００，０００千円

。※共同生産出荷タイプは新規栽培農家２戸以上と共同で生産出荷するもの

契約取引タイプは３年（永年性作物は５年）以内に周辺農家５戸相当か

ら生産物を受入れ、加工又は販売を行うもの。

・補助率 １／３以内

（４）企業参入促進資金

企業又は企業が新たに設立した子会社・関連会社等が、農業参入するため施設

・機械の整備に伴って借入れる資金及び運転資金について、利子補給を行う。

〔貸付限度額〕

○担い手確保型

・企業参入促進整備事業を実施する企業

補助残相当額の80%（認定農業者並企業は 100%）及び運転資金10,000千円

○ 産地づくり型

・企業参入促進整備事業を実施する企業

補助残相当額の80%（認定農業者並企業は 100%）及び運転資金20,000千円

○ 強い農業づくり交付金事業等の実施主体で一定の要件を満たす企業

補助残相当額の80%（認定農業者並企業は 100% 〔上限 66,670千円〕及び）

運転資金10,000千円

○ 融資単独

・企業参入促進整備事業の要件を満たす企業

50,000千円（このうち運転資金は 10,000千円まで）

・企業参入促進整備事業等の一定の要件を満たす企業

運転資金10,000千円

〔融資率〕 80%（認定農業者並企業については100%）

３．事業実施主体 企業等、県

４．当初予算額

１６４，７６４千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ４産業を担う人づくり計 画

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 名 新規就農者確保・育成事業

事 業 名 新規就農者確保事業

１．趣旨

本県農業の維持・発展を図っていくために、新規就農者の確保・育成が重要な

課題となっており、その支援策について積極的な取り組みが必要となっている。

しかしながら、新規就農者が、営農を開始する場合、農地の確保、技術不足、資

金不足、農業経営や生活に係わる事項等が不安要素となっており、これらを総合

的に解決するため、市町村や農業協同組合等の関係団体と一体となった対策を展

開する。

２．事業概要

（１）認定就農者研修受入体制整備事業

１）事業内容

認定就農者が就農計画に基づいて実施する技術経営研修受入先を育成・

確保し、就農に必要な技術習得を円滑かつ効果的に実施するために研修受

入農家等に対して支援をおこなう。

２）研修受入謝金 月額２５，０００円×研修受入月
（平成１７年度までに認定した就農計画に係るものに限る）

（２）青年農業者初期経営安定資金

１）事業内容

認定就農者の初期経営の安定を図るための資金貸付けを行う市町村に対

し、当該貸付けに必要な資金の１／２を貸与する （償還免除あり）。

２）市町村に対する貸与月額

１年目 月額５０千円以内（Ｉターン者等２５千円以内を上乗せ）

２年目 月額４０千円以内（Ｉターン者等２０千円以内を上乗せ）

３）貸与期間 ２４ヶ月以内

（３）就農施設等整備事業

１）事業内容

農業経営を開始するために必要な就農施設機械等を整備し、又は素畜を導

入し、あるいは果樹等を植栽する事業等に対し、その事業費を補助する。

２）県補助率 １／３以内

３）事業主体 認定就農者

（４ ) 就農支援資金

１）事業内容

青年等就農法により知事の認定を受けた認定就農者及び認定農業者に対

し、農業の技術や経営方法を修得するための研修や就農のための準備、農業

経営の開始に係る施設機械等の整備に必要な資金を無利子で貸与する。

２）資金の種類：就農研修資金

就農準備資金

就農施設等資金(認定就農者のみ）

３）貸付方法：国２／３、県１／３の負担割合で特別会計に造成した原資をし

、 。まね農業振興公社及び融資機関に貸付け それから認定就農者等に貸与する

３．事業実施主体

県、しまね農業振興公社、融資機関

４．当初予算額

一般会計：６７，４６４千円

特別会計（就農支援資金県の貸付金貸付枠 ：７０，０００千円）



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 担い手の育成

事 業 名 しまね型経営体育成事業

1 ．趣旨

平成 19年度から導入される「品目横断的経営安定対策」の対象となりうる経営体

の育成・確保を図る。

２．事業概要

（１）集落型経営体育成支援事業費

特定農業団体等の設立を支援するため、農地の集積に対して助成する。

①補助率 定額(組織のタイプにより10a当たり 3千円、5千円、 8千円 )

②対象者 特定農業団体又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織で、

品目横断的経営安定対策への加入が確実な団体(組織 )

（２）あぐりサポート経営体育成促進事業費

JA出資法人に対する出資支援を行うため、財団法人しまね農業振興公社が

実施する金銭出資事業に対して無利子資金を貸し付ける。

①貸付先 財団法人しまね農業振興公社

②出資先 JA出資法人

③貸付金額 ３６,０００千円

（３）担い手育成促進資金貸付事業費

民間融資機関が集落営農組織に対して短期の運転資金を融通するために、

民間融資機関に無利子資金を貸し付ける。

①貸付金額 ５４,０５４千円(融資枠の1/1.85)

②貸付先 民間金融機関(信連 (農協 )、銀行、信金)

３．事業実施主体

（１）特定農業団体等

（２）財団法人しまね農業振興公社

（３）民間金融機関

４．当初予算額

１２０,２５４千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 担い手の育成

事 業 名 いきいき集落営農推進事業

1 ．趣旨

中山間地域等、担い手育成の困難な地域で、経営体として自立できる集落営農組

織等の育成を図るため、集落営農組織の法人化を進めることにより、地域における

早期の担い手育成・確保を図る。

２．事業概要

（１）集落営農組織育成対策事業費

特定農業法人の設立を推進するため、こうした組織が必要な機械・施設に

対し助成する。

①補助率 ３分の１以内

②対象者 新たに法人化した集落営農組織（特定農業法人）

③補助対象 ａ．施設整備

ｂ．機械整備（基幹作業用機械）

（２）集落営農組織育成推進支援事業

ＧＩＳ利用による一筆マップ作成支援ソフトを活用して、集落の営農発展

・継続に向けたグランドデザイン作成を支援する。

３．事業実施主体

県

４．当初予算額

３８，２０１千円



【農業経営課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 中山間地域等直接支払事業

事 業 名 中山間地域等直接支払事業

１．趣旨

平地に比べ生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産活動等の継続を通

じて耕作放棄の発生を防止することにより、国土の保全・水源の涵養・良好な景観

の形成等の多面的機能を確保するため、農業者等に直接支払を実施する。

２．事業概要

平地地域と中山間地域等との農用地の生産条件の格差等に対し、下記のとおり交

付金を交付する（平成１７年度～２１年度 。）

なお、耕作放棄の発生防止等の活動に加え、農業生産活動等の体制整備に関する

一定の要件を満たす協定と当該要件を満たさない協定との間で交付単価に段階を設

定するとともに、より積極的な取組を行う協定には単価の加算措置を講じる。

（１）対象地域及び対象農用地

次の要件を満たす農用地区域内に存する１ha以上のまとまりのある農用地

①過疎、離島、半島、山村振興、特定農山村の各地域振興立法の指定地域におい

ては、急傾斜農用地、緩傾斜農用地、高齢化率・耕作放棄率が高い農用地

②上記①以外で、島根県中山間地域活性化基本条例で規定する地域においては、

急傾斜農用地及びこれに連坦する緩傾斜農用地

③上記①及び②以外で、農林統計上の中山間地域においては、急傾斜農用地

（２）対象者

集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農

業者等（第３セクター、ＪＡ、生産組織等を含む ）。

（ ） （ ）３ 交付単価 円／ 10a

田 畑 草 地 採草放牧地
区 分

基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備 基礎単価 体 制 整 備

単 価 単 価 単 価 単 価

急傾斜 16,800 21,000 9,200 11,500 8,400 10,500 800 1,000

緩傾斜等 6,400 8,000 2,800 3,500 2,400 3,000 240 300

※基礎単価：最低限の農地管理活動等を実施、体制整備単価：加えて一定の要件を満たす活動を実施

（ ） （ ） （ ）４ 加算単価 特に積極的な活動を実施する場合に加算 円／10a

区 分 田 畑 草 地 採草放牧地

５００ ５００ － －土地利用調整加算

規模拡大加算 １，５００ ５００ ５００ －

１，５００ ５００ ５００ －耕作放棄地復旧加算

１，０００ ７５０ ７５０ ７５０法人 特定農業法人

設立

６００ ５００ ５００ ５００加算 農業生産法人

※法人設立加算の上限（特定農業法人：１００千円／年、農業生産法人：６０千円／年）

３．事業実施主体

市町村

４．当初予算額

１，４３２，１６７千円



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 改良普及員による普及活動事業

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

32,607千円 ・普及活動の実施 県農業改良普及事業

・農業普及員の資質向上

・普及活動外部評価の実施

基 本 事 務 事 業 名 干拓地における営農の定着推進

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

7,569千円 ・ 干 拓 地の作目に関する実 県中 海 干 拓 営 農 セ ン タ

証・展示ー業務

・干拓農家に対する営農支

援

・研修の運営

基 本 事 務 事 業 名 農業従事者の資質向上

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

7,411千円 ・ 担 い 手農業者に対し、新 県中 核 的 農 業 者 資 質 向

技術導入などにより、課題上事業

解決や経営改善を図る。

2,643千円 ・ 青 年 農業者の資質向上を 県青 年 農 業 者 資 質 向 上

図り、将来の農業・農村の 公社事業

中心的な役割を担う人材を

育成する。

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ４産業を担う人づくり計 画

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 名 農業大学校における新規就農者確保事業

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

29,154千円 ・研修教育の実施 県農 業 大 学 校 に お け る

・短期研修事業の実施教育研修

・奨学金の貸付

基 本 事 務 事 業 名 新規就農者確保・育成事業

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

21,782千円 ・ 本 県 農 業を担う優れた新 公社就農促進活動事業

規就農者を確保・育成する 県

ため、就農志向段階から就 市町村等

農初期段階までの幅広い支

援を行う。



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 担い手（認定農業者）の育成

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

農業制度資金融資事業

58,145千円 ・新たな農業部門又は加工 県農 業 改 良 資 金 貸 付

事業の経営の開始、新たな事務

生産方式又は販売方式の導

入により経営改善を図ろう

とする農業者等に対し、県

又は融資機関が資金を無利

子で貸し付け、農業経営の

安定と農業生産力の増強に

資する。

【融資枠 5千万円】

43,799千円 ・意欲と能力をもって農業 県農 業 近 代 化 資 金 等

を営む者等に対し、農業経利子補給事業

営の展開を図るのに必要な

資金を融通する農協等金融

機関に対して利子補給を行

い、農業者の利子負担を軽

減し、農業経営の近代化及

び農業負債の軽減を図る。

【融資枠 7億円】

50,000千円 ・認定農業者の経営改善計 県農 業 経 営 改 善 促 進

画に必要な運転資金を低利資金貸付事務

で円滑に融通するため、県

がその原資の一部を造成 島（

根県農業信用基金協会に無

利子貸付）し、金融機関と

協調融資を行う。

【融資枠 4億円】

10,300千円 ・農林漁業金融公庫から農 県農 業 経 営 基 盤 強 化

業経営基盤強化資金（スー資金利子補給事務

パーＬ資金）を借り入れる

認定農業者に対し、利子補

給を行うことにより、認定

農業者の経営改善計画の達

成を支援し、効率的・安定

的な農業経営体の育成に資

する。

【融資枠 15.5億円】



【農業経営課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 担い手（認定農業者）の育成

当初予算額 事業概要 事業実施主体事 業 名

6,551千円 ・農業近代化資金等の農業 県農 業 制 度 資 金 出 え

制度資金を借り入れた農業ん事務

者に対し債務保証を行う島

根県農業信用基金協会が積

み立てる特別準備金に出え

んを行い、農業者への資金

融通の円滑化を図る。

【 】対象融資枠：14.5億円

担い手の総合支援

19,659千円 ・認定農業者、農業法人、 県担い手育成担 い 手 育 成 支 援 事

集落営農組織等地域農業の 総合支援協議業

担い手を育成するため、経 会

営改善、経営基盤確保に向 地域担い手育

けた総合的な支援を実施す 成総合支援協

る。 議会

5,254千円 ・農業経営基盤強化資金及 県企 業 的 農 業 法 人 育

び農業近代化資金を借り入成 推 進 利 子 補 給 事

（ ）務 れた農業法人 認定農業者

に対して利子補給を行う。

566千円 ・農業経営基盤強化資金及 県担 い 手 法 人 育 成 対

び農業近代化資金を借り入策利子補給事業

（ ）れた農業法人 認定農業者

に対して利子補給を行う。

【融資枠 3億円】

54,900千円 ・農地保有合理化促進事業 県農地利用の集積促進

や農地流動化事業等の支援 しまね農業振

を通じて、農地の流動化を 興公社

促進し、認定農業者等への 市町村公社

農用地の集積を図る。 市町村



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農業構造改善対策

事 業 名 経営構造対策事業

．趣旨1

効率的かつ安定的な経営体が地域農業の相当部分を担う望ましい農業構造を確立

するため、農業生産を核とした加工、流通、販売等への取組みを通じたアグリビジ

ネス（創造的高付加価値農業）等に意欲的に取り組む経営体を施設整備等により支

援し、認定農業者等の担い手育成及び担い手への農地の利用集積を図る。

２．事業概要

（１）経営構造対策

農業生産を核とした加工、流通、販売等への取組みを通じて地域農業の担い手

育成及び確保に結びつく機械及び施設等の整備等を行う。

（２）アグリ・チャレンジャー支援

認定農業者等の経営体の経営の多角化及び農畜産物等の高付加価値化等による

経営発展を図るため、農業法人等が、農業生産を核として加工・流通・販売等の

アグリビジネスに取り組むために必要となる機械・施設等の整備を行う。

（３）事業実施期間

平成１７年度～平成２１年度

（４）補助率

定率（１／３～７／１２以内）

３．事業実施主体

市町村、農業協同組合、農業者等の組織する団体、第三セクター等

４．当初予算額

５５５ ７２３千円,



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農業構造改善対策

事 業 名 農業競争力強化対策事業

．趣旨1

農産物を安定供給し、安全で豊かな暮らしを確保できるようにするため、

①水稲、畑作物、野菜、果樹、花き、地域特産物等の生産性と品質の向上

②地域の諸条件に即した生産性の高い、効率的安定的産地の形成

③水稲に麦・大豆を組み合わせた土地利用効率の高い水田農業の確立等

生産・流通・消費に係わる課題の解決及び本県ならではの特色ある産地体制の構

築に必要な総合的な生産対策を実施し農業生産の増大を図る。

２．事業概要

（１）事業内容

競争力強化に取り組む産地に支援を集中化し、高品質農畜産物の供給体制の確

立を図るため、新技術の現地実証、施設・機械等の整備を支援する。

多様な消費者・実需者ニーズに対応するため安定供給に向けた産地間連携の確

立、流通の合理化に向けた集出荷貯蔵施設の整備、生産コストの削減や高品質・

高付加価値化を図るための共同利用施設等の整備を行う。

（２）事業実施期間

平成１７年度～平成２１年度

（３）補助率

定率（１／２、１／３以内）

３．事業実施主体

市町村、農業協同組合等

４．当初予算額

３２ ４８０千円,



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上対策

基 本 事 務 事 業 名 肉用牛生産向上対策事業

事 業 名 肉用牛経営規模拡大対策事業

１．趣旨

、 、 、近年の畜産経営の動向は 零細農家の飼養中止が進み 経営戸数の大幅な減少と

これに伴う畜産物の生産力の低下が大きな課題となっており、将来に渡り本県の畜

産生産を支える、収益性の高い経営体を数多く育成することが重要である。

また、肥育牛の健康診断等を実施することにより 「しまね和牛肉」の品質向上、

を図り、肥育農家はもとより肥育素牛を生産している繁殖農家の所得向上につなげ

ていく。

２．事業概要

（１）牛舎等の施設整備

、 （ ）規模拡大に伴う施設等整備について 国庫補助事業 強い農業づくり交付金

を活用して支援を行う。

（２）肉用牛導入事業

規模拡大に係る繁殖牛の導入に対し支援を行う

（３）制度資金の利子補給（無利子化）

大型経営の実現に向け規模拡大に取組む農業者の負担軽減のため、制度資金

の利子補給を行う。

（４ 「しまね和牛肉」の生産拡大）

肥育牛の血液検査等による健康診断を実施することにより、県のブランド化

重点産品として指定されている「しまね和牛肉」の品質向上を支援する。

３．事業実施主体

県、ＪＡ等、農業者

４．当初予算額

５０，９３６千円

（単位：千円）

対 策 事 業 区 分 事業費 うち県費

施設整備支援 牛舎等拡大支援事業 45,350 0

繁殖牛導入支援 肉用牛導入事業 2,484 2,484

規模拡大に対する 畜産経営強化支援事業 1,641 1,641

負担軽減

しまね和牛肉の生 特選「しまね和牛肉」生産拡 1,461 1,461

産拡大への支援 大対策事業



【 】 〔 〕農畜産振興課 主要事業

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り
計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の推進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上対策
基 本 事 務 事 業 名 肉用牛生産向上対策事業
事 業 名 種雄牛選抜事業

１．趣旨
産地間競争が激しさを増す中で、肉用牛の産地形成を図るためには、肉量・肉質に優れた能力の高

い子牛の生産が不可欠である。
このため、子牛生産のために利用する人工授精用の和牛精液について、より能力に優れた種雄牛か

ら製造できるよう、能力の高い種雄牛の造成・選抜を効率的に実施する。

２．事業概要
能力の高い種雄牛を選抜するため、新規種雄牛候補の能力判定に必要な直接検定や後代検定、試験

研究を実施するとともに、後代検定等に必要な新規種雄牛の産子について、効果的に確保するための
「とも補償制度（後代検定推進事業 」を生産者の協力で実施する。）
また、能力の高い新規種雄牛を効果的に造成するため、超優秀雌牛を活用した受精卵移植を実施す

る。

-県（育種価分析）畜産技術ｾﾝﾀ

畜産技術セ指定交配
ンターで採基礎雌牛 種雄牛 受精卵移植 超優秀雌牛人工受精
卵・性判別40 2頭 畜産技術ｾﾝﾀｰ 頭

頭 共同利用種雄牛（ ）計 80

受精卵雌 受精卵雄
頭 ( ) 個 個64 80% 20 20生産率

受胎頭数 頭8
協力農家へ移植雌子牛 頭 雄子牛 頭32 32

雄子牛 頭8
畜産 技術センターでほ育・育成基礎雌牛の更新

直接検定 頭１０

基準種雄牛（国で選抜）
選 抜 頭２

後 代 検 定
後代検定推進事業 ①交配推進

②産子価格補償
③導入推進費

畜試検定 畜試検定
頭× 種雄牛 頭× 種雄牛8 1 8 2

畜産技術センター） 畜産技術センター）( (
＋ ＋

農家検定 農家検定
頭× 種雄牛 頭× 種雄牛10 1 10 2

( ) ( )肥育農家等 肥育農家等

基幹種雄牛

３．事業実施主体 県

４．当初予算額

１４，９８５千円
①後代検定事業 ②産子調査 ③後代検定実施事業 ④受精卵育種事業



【 】 〔 〕農畜産振興課 主要事業

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総合 政 策 の 柱
計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の推進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援
基 本 事 務 事 業 名 酪農生産性向上対策事業
事 業 名 高能力乳用牛作出事業

１．趣旨

国際化の進展や環境意識が高まる中、酪農経営の持続的な発展を図るためには、

乳用牛改良による産乳能力の向上や体型の改良を進め、併せてその遺伝的な能力を

最大限に発揮させるための飼養管理改善を図ることが必要である。

２．事業概要

（１）しまねの酪農元気な牛のクリーン牛乳供給事業

酪農家で飼養されている乳用雌牛の能力検定を推進し、選抜・淘汰による高

能力乳用雌牛群の整備を促進するとともに、高能力化に伴う繁殖成績や乳質の

低下等の問題解決を図る。

①牛群検定の実施に対する支援

▽乳用牛群検定に要する経費への助成

▽乳用牛群検定成績の分析・加工とそれに基づく指導

②乳用牛の健康診断の強化

▽乳用牛の健康診断（血液検査等）の実施委託

▽飼料成分分析の実施

▽乳用牛の健康診断や飼料成分分析結果に基づく濃密指導

③生乳検査の強化

▽低乳質農家での全頭体細胞数測定の実施委託

▽乳質の検査結果に基づく濃密指導

（２）乳用種雄牛後代検定推進

全国規模で実施される乳用種雄牛後代検定に必要な娘牛を確保するため、種

雄牛候補牛の調整交配を推進するとともに円滑な実施に必要な経費の一部を助

成する。

（３）乳用牛導入事業

高品質な生乳を生産する能力の高い乳用牛の導入を促進する。

（４）酪農施設整備事業

乳用牛及び肉用牛の新しい生産システムを実践し、普及定着を図るために必

要な施設整備に対して補助する。

３．事業実施主体（委託先）

島根県、市町村 （全国農業協同組合連合会島根県本部 （島根県農業共済組合、 ）、

連合会）

４．当初予算額

６６６，８６６千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 自給飼料増産対策事業

事 業 名 しまね農業耕畜連携推進事業

１．趣旨

畜産農家が抱える安定的な粗飼料確保や堆肥の滞留問題、耕種農家が抱える堆肥

を使う際の不安など、双方の課題解決には、堆肥と稲ワラ交換などの耕畜連携の推進

が必要であり、成功への鍵は、コーディネイトする人と細かな情報の把握である。

そこで、畜産・耕種農家双方の情報を収集し、地域を越えた耕畜連携の情報システム

を構築し、円滑な耕畜連携を図るため、耕畜連携のモデルを育成し、資源循環型の農

業の取組を推進する。

２．事業概要

（１）情報ネットワークサイト構築事業

ネットワーク開設経費：１，５６５千円

耕畜連携につながる情報ネットワークサイトを開設するための経費

（２）家畜ふん堆肥利活用促進システム確立事業：１ ０００千円,

システム確立に向けた堆肥の分類、特性、代替効果等の解明経費

（３）家畜ふん堆肥化技術向上支援事業：１２９千円

堆肥品質共励会開催経費

（４）耕畜連携推進支援事業：５２６千円

耕畜連携研修会開催等経費

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

３，２２０千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 自給飼料増産対策事業

事 業 名 島根型放牧実践事業、地域放牧推進事業

１．趣旨

放牧は牛の管理の省力化、低コスト化のみならず、景観の保全、野生鳥獣の侵入

防止等多面的な機能が注目され、簡易な放牧資材等の波及と相まって水田や遊休農

地等を利用した放牧を中心に取組は拡大傾向にある。そこで、和牛の繁殖基盤の拡

大に向け、放牧を取り入れた地域一体となった取組の推進を図るため、モデル地域

を選定し、地域で取り組む繁殖牛経営の定着、波及を図る。

また、各地域の放牧推進を担う共同放牧場において、高齢化、畜産農家の減少等

により草勢維持のための管理が行えず雑灌木等の侵入を許し、未利用となっている

エリアが点在する。そこで、その雑灌木除去等に人的支援を行い、共同放牧場の機

能アップを図る。

２．事業概要

（１）島根型放牧実践事業

啓発活動費：２２５千円

啓発活動のためのパンフレット作成

（２）共同放牧場機能アップ事業：１２ ０００千円,
共同放牧場における雑灌木除去等に係る経費の内、人的費用支援

ふるさと雇用創出基金対応

（３）地域放牧環境施設整備費：１ ０６０千円,
地域単位に放牧モデル実証ほを設置するための簡易牧柵施設を整備する経費

（４）放牧アドバイザー謝金：６５千円

新たに放牧に取り組む地域に対する放牧アドバイザーによる指導謝金

（５）地域放牧推進経費：５８５千円

放牧モデル実証ほを活用した普及啓発指導経費

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

１３，９３５千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 自給飼料増産対策事業

事 業 名 畜産公共事業

１．趣旨

中山間地域の土地利用体系を谷を単位として再編整備し、畜産的活用の促進等効

率的な営農体系を構築するとともに、間伐材の畜産部門での有効活用、家畜排せつ

物の農地還元促進等畜一林一耕の連携を通じた地域リサイクルの確立を図る。

また、飼料基盤に立脚した効率的な経営体の重点的育成とこれを核とした畜産生

産地の整備等を図るため、離農跡地の集積等を図りつつ、草地整備改良等の基本施

設整備、農業用施設整備等を総合的、機動的に行う。

２．事業概要

①基本施設整備

草地造成改良、草地整備改良、放牧林地整備改良 補助率７０％～７５％

道路整備 〃 ６０％～６５％

施設用地整備 〃 ５０％～５５％

②利用施設整備

隔障物整備、家畜保護施設整備（牛舎） 補助率５０％～５５％

家畜排せつ物処理施設整備、牧場用機械施設整備 〃 ５０％～５５％

③土地利用円滑化 補助率５５％

④隠岐地域

基本施設整備（草地造成、草地整備改良等） 補助率６５％

利用施設整備（隔障物整備、家畜保護施設等） 〃 ５５％

土地利用円滑化 〃 ５５％

３．事業実施主体

町村、財団法人しまね農業振興公社

４．当初予算額

・草地林地一体的整備事業（飯石南地区） ８８ ２２３千円,

・公社営畜産基地建設事業（大原地区） １６０ ２８４千円,

・草地開発事業費（潮風地区、西牧Ⅲ） ４９ ８３０千円,



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興計 画

施 策 名 ２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興

基 本 事 務 事 業 名 たち上がる産地育成支援事業

事 業 名 たち上がる産地育成支援事業

．趣旨1

消費者から支持され、産業として自立・発展する力強い島根農業を振興するため、

「新農業・農村活性化プラン」後期施策に沿い、地域の主体性を誘導しつつ、産地自

らが地域力（人材、資源、産業等）を結集した農産物等の生産・加工・流通・販売の

一体的な活動に積極的に取り組むことにより、産地の利益拡大を図る。

２．事業概要

産地協議会が策定した「産地実践構想」に基づく、産地の一体的な活動に対して補

助する。

（１）産地活動支援事業（補助率：１／２）

消費者から支持される農林産物を核とした地域産業を育成しするために必要

な、調査、実証、検討、研修、ＰＲ活動等を行う事業。

（２）産地条件整備支援事業（補助率：１／３）

①基盤整備事業

農林産物の生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な基

盤の整備を行う事業。

②施設等整備事業

農林産物の生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な施

設及び機械等の整備を行う事業。

【産地実践構想の採択期間】

Ｈ１７年度及びＨ１８年度

３．事業実施主体

産地協議会を構成する組織

４．当初予算額

２２５，８００千円



【 】 〔 〕農畜産振興課 主要事業

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興計 画

施 策 名 ２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興

基 本 事 務 事 業 名 島根の米ビジネスの確立

事 業 名 島根の米ビジネス推進事業

１．趣旨

米政策改革の実施により、全国の米産地における「売れる米づくり」への取り組み

の強化や流通制度の大幅な規制緩和等により、厳しい産地間競争が展開されている。

流通ロットや価格競争の点では有利販売が困難な本県産米の販売シェアの維持・拡

大を図るため、民間企業等のノウハウを活用しながら、多様な取引に即応できる新た

な流通・販売システムづくりに取り組むとともに、意欲の高い米産地における特色を

活かした米づくりや減農薬・減化学肥料栽培等の「産地のこだわり米」の生産・販売

拡大活動を支援しながら取引拡大を図り、３年後には民間主導の「米ビジネス」とし

ての確立を目指す。

２．事業概要

（１）米ビジネス確立推進活動

農業団体、流通販売業者、担い手、消費者等のネットワーク化による本県産米

の販売拡大を図るとともに、消費者・実需者の多様なニーズに細かく対応した本

県産米の流通販売体制の構築を目指す。

①米の流通販売セミナーや取引商談会の開催等

②平坦地域を中心とした新たな良食味品種「きぬむすめ」の生産・販売拡大

③「食の多様化」に対応した米の加工品の開発

（２）産地のこだわり米生産・販売拡大支援事業

意欲のある米産地が主体となった地域の特色を生かした米や、消費者の安全・

安心指向に対応した減農薬・減化学肥料栽培米等「産地のこだわり米」の生産・

販売拡大を支援し、有利販売体制の確立を目指す。

３．事業実施主体

（１）米ビジネス確立推進活動・・・県

（２）産地のこだわり米生産・販売拡大支援事業・・・地域水田農業推進協議会等

４．当初予算額

２７，７００千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島

計 画 根の国造り

政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興

施 策 名 ２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業

の振興

基 本 事 務 事 業 人と環境にやさしい農業の推進対策

事 業 名 人と環境にやさしい農業推進事業

．趣旨1

本県の自然条件を生かした環境にやさしい農業の振興を図り、付加価値の高い農産

物生産推進のための体制整備や技術支援を行うとともに、エコロジー農産物に対する

県独自の推奨制度の浸透と生産物の販路拡大を図る。

２．事業概要

（１）人と環境にやさしい農業の推進（県推進事業）

①エコロジー農業の推進、研修会開催、技術基準検討

②実証ほの設置による栽培技術の普及、定着

（２）エコロジー農産物推奨制度（県推進事業）

①効率的かつ戦略的なエコロジー農産物推奨制度づくり

②エコロジー推奨農産物等の安全性確認

③エコロジー推奨農産物等の 、販路拡大PR

（３）環境にやさしい農業実践支援（補助事業）

①有機農業等推進事業

、 、 （ ）（ ）○有機 認証取得支援費 調査費 ＰＲ費等 ソフト事業 補助率１／２JAS

○紙マルチ田植機、温湯土壌消毒器等機械整備（補助率１／３）

②土づくり実践支援事業

、 、 （ ）（ ）○会議・研修会費 研究調査費 普及啓発費等 ソフト事業 補助率１／２

○堆肥還元用施設・機械整備（補助率１／３）

３．事業実施主体

県、持続農業法認定農業者、有機ＪＡＳ認定取得農業者、

家畜排泄物法選定農業者、堆肥運送・散布団体、市町村、ＪＡ等

４．当初予算額

（１）人と環境にやさしい農業の推進 ４，４１８千円

（２）エコロジー農産物推奨制度 ６，４４６千円

（３）環境にやさしい農業実践支援 ２０，０００千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島

計 画 根の国造り

政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興

施 策 名 ２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業

の振興

基 本 事 務 事 業 人と環境にやさしい農業の推進対策

事 業 名 しまね有機の里づくり推進事業

．趣旨1

環境への負荷軽減が広く叫ばれる今日、生産過程で少なからず負荷を与える産業で

ある農業分野において、積極的に負荷軽減を進める必要がある。

これまでも、減農薬・減化学肥料栽培等を推進し、人と環境にやさしい農業の展開

を図っているが、もう一歩取り組みを進め、農産物の付加価値販売に結びつけるため

に、県として有機農業の推進を図り、全国一の有機農業実践県を目指す。

２．事業概要

（１）優良堆肥活用推進実証事業

①現地実証試験

（２）有機農業等先進事例調査・波及事業

①現地波及実証ほ設置

②先進事例調査

（３）有機農業等実践活動モデル支援事業

①講師派遣

②研修会開催等

（４）有機農業等啓発活動事業

①有機農業研究大会開催

②有機農業啓発 活動PR

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

７，３４５千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ５経営の安定強化の支援計 画

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 野菜価格安定対策事業

事 業 名 野菜価格安定対策事業

．趣旨1

野菜の価格が著しく低落した場合に、その生産者に対し一定の価格補填を行うこと

により生産者の作付け意欲の減退を防止し、野菜産地の育成と消費者への安定的な供

給を図る。

２．事業概要

（１）指定野菜価格安定対策事業（事業主体： 独）農畜産業振興機構）（

主要な野菜（指定野菜）の需給及び価格の安定を図る。

○事業実施作物：キャベツ、たまねぎ

（２）特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（事業主体： (社 )島根県野菜価格安

定基金協会）

①特定野菜供給産地育成価格差補給事業

指定野菜に準ずる野菜（特定野菜）の需要及び価格の安定を図る。

○事業実施作物：スイートコーン、ブロッコリー

②指定野菜供給産地育成価格差補給事業

野菜指定産地の補完的機能を有する都市近郊産地の整備及び野菜指定産地へ

の計画的な育成を推進するとともに、中山間等地域の中規模の野菜産地を育成

し、指定野菜の需給及び価格の安定を図る。

○事業実施作物：キャベツ、たまねぎ、トマト、ねぎ、なす、キュウリ

（３）野菜経営安定支援事業（事業主体： (社 )島根県野菜価格安定基金協会）

地域において重点的に取り組む品目について、産地振興計画を策定した産地

に対し、野菜価格低落時に補償金を交付することで産地振興計画の実現をサポ

ートし、地域の主要野菜の生産流通団地の拡大を目指す。

○事業実施作物：産地振興計画策定品目（キャベツ、たまねぎ他１２品目）

３．事業実施主体

２に記述のとおり

４．当初予算額

２９，３０１千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅱそれぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り総 合

政 策 名 ２食の安全・安心の確保計 画

施 策 名 １自主管理システムの導入促進

基 本 事 務 事 業 名 安全・安心な農産物の生産流通

事 業 名 農林水産「食の安全」対策事業

．趣旨1

農薬の不適正使用、ＢＳＥ問題、産地偽装表示などにより、農林水産物への信頼が

揺らいできている中、県としては各課単位で生産情報の蓄積等に取り組んできた。し

かし、一部を除き消費者に提供できる体制が構築されていない上、各産物毎に開示手

段を検討してきたため消費者にとって分かりにくい制度となっていた。

そこで、消費者が安心して県内農林水産物を購入できる体制を構築するため、農林

水産物すべての作物が連携したトレーサビリティシステムを構築し、積極的な情報開

示体制の確立を図る。

２．事業概要

（１）トレーサビリティシステムの普及・ＰＲ

①安全安心窓口ＨＰの作成・運営

②実証成果の普及

③消費者へのＰＲの実施

（２）分野毎の推進対策

①農薬適正使用確認調査

②安心きのこ産地づくり調査・検討

③島根の魚の情報開示と高品質化調査・実証

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

（１）トレーサビリティシステムの普及・ＰＲ ５，６００千円

（２）分野毎の推進対策 ４，０００千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅱそれぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２食の安全・安心の確保

施 策 名 ２生産から消費に至る安全確保対策の推進

基 本 事 務 事 業 名 家畜伝染病予防事業

事 業 名 家畜伝染病予防事業

１．趣旨

家畜伝染病予防法に基づいて、家畜伝染病の発生及びまん延防止を図るとともに、

家畜の生産に影響を及ぼす家畜伝染病の発生を検査・予防する。

特に国内外の高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、監視体制の維持強化のため

鶏のウイルス確認検査、死亡野鳥検査を実施する。

２．事業概要

１）高病原性鳥インフルエンザ危機管理対策事業（新規）

高病原性鳥インフルエンザの人への感染や新型インフルエンザへの変異を防止

するためには、本病の発生予防、早期摘発、まん延防止等一連の防疫対策が重要

であり、健康福祉部と連携を図りつつ危機管理体制を強化する。

事業費 ４，６７８千円

発生予防 早期摘発 まん延防止

○家畜衛生管理基準の遵守 ◎鶏ウイルス確認検査 防疫演習の実施○

◎死亡野鳥の検査

○報告徴求・早期通報

高病原性鳥インフルエンザ発生

時のセーフティネット事業 人の健康調査

○移動制限農家に対する損失補償 ○人への感染確認

家畜疾病経営維持資金利子補給 （健康福祉部対応）

２）家畜伝染病予防事業 事業費 ２２，１７１千円

３）その他事業 事業費 １８，８２６千円

３．事業実施主体

県、畜産振興協会

４．当初予算額

４５，６７５千円



【農畜産振興課】 〔主要事業〕

Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

政 策 名 １人と豊かな自然が共生している地域社会の実現計 画

施 策 名 ２自然とのふれあいの推進

基 本 事 務 事 業 名 花き生産推進事業

事 業 名 花ふれあい公園事業（花ふれあい公園の管理運営）

１．趣旨

多くの県民が花にふれあい、花に学び、各種体験を通じて、園芸や自然に興味を

いだくような公園とし、花きの普及ＰＲ、消費拡大の啓発等を行うことにより島根

県の花き産業の振興を図ることを目的に設置した花振興センター花ふれあい公園

（愛称：しまね花の郷）の管理運営を行う。

２．事業概要

（１）施設の概要

① 所 在 地 出雲市西新町二丁目

② 規 模 約４ｈａ

③ 事 業 費 １９億円（Ｈ１２～Ｈ１５）

④ 主要施設 本館棟（６６５㎡ 、温室棟（７１８㎡ 、花壇（７，０００㎡）） ）

⑤ 植栽植物 樹木類約 種、草花類約 種、年間３０万本程度の花を植栽150 400

植替花壇の植え替えを年間４回（温室は５回）実施

（２）管理基準

① 入 園 料 大人２００円 小中高校生１００円

（年間パスポート 大人１ ０００円 小中高校生５００円）,

② 開園時間 ３月～１０月 ９時３０分から１７時

１１月～２月 ９時３０分から１６時３０分

③ 休 園 日 ４月１日から１１月３０日までの間を除く火曜日

年末年始（１２月２９日～１月３日）

３．事業実施主体

県

管理運営は、 ｢指定管理者制度 ｣によりＮＰＯ法人「国際交流フラワー２１」に管

理を代行させる。

４．当初予算額 ８８ ５００千円,

（１）管理運営費 ８８ ５００千円,

①県直営経費（施設保守点検等）…４，５００千円

②指定管理者委託費（施設管理運営、広報催事、植物管理等）…８４，０００千円



【農畜産振興課】 〔その他事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農産振興対策

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

売れる米づくり推進事 千円 消費者ニーズに対応した高

業 品質・良食味米生産に資す 県1,806

るため、新品種・新技術導

入試験等を行う。

しまね麦・大豆等安定 麦・大豆の品質、収量の安

供給推進事業 定化とそばの独自品種の選 県580

定を行う。

米の計画的生産推進事 米の需給と価格の安定及び

業 需要に応じた米の生産に資 県、市町村38,850

。するための数量調整事務

基 本 事 務 事 業 名 野菜振興対策

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 生産から販売までの野菜振 県野菜振興県推進事業 731
興方向に基づいて、戦略検

討委員会の設置や実証展示

圃の設置、研修会の開催等

により、地域の取組に対し

て側面的に支援する。

基 本 事 務 事 業 名 果樹振興対策

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ぶどう、かきを主体として 県魅力あるくだものづく 1,172
新技術等の検討、新商品づり事業

くりや産地づくり計画策定

の支援を行う。

基 本 事 務 事 業 名 花き振興対策

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・産地課題の早期解決や高 県愛される島根の花づく 826
鮮度花き流通等の取組により事業

り、生産、流通技術の向上

を推進する。

基 本 事 務 事 業 名 特用作物対策

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・研修会や通信指導を実施 県特用作物生産推進事業 308
して、特用作物の経営充実

と産地の維持発展を図る。



【農畜産振興課】 〔その他事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 肉用牛生産性向上対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・能力評価のための育種価 県繁殖雌牛群整備事業 13,940
分析や評価検討を実施する

とともに、受精卵の供給と

農家採卵を推進することに

より、能力の高い「しまね

和牛」の繁殖雌牛群を整備

する。

さらに子牛価格の動向に

影響する改良の成果を競う

共進会において、上位入賞

を目指して取り組む。

基 本 事 務 事 業 名 自給飼料増産対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・飼料イネの生産向上を図 県飼料イネ栽培・利用・ 2,887
るため、生産利用技術等の 共 同 利 用 組普及事業

普及を促進する。 織自給飼料増産対策事業

、・粗飼料自給率向上のため

対策会議を行うとともに、

放牧場整備に向けた機材整

備を行う。

活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り総 合 政 策 の 柱 Ⅰ

計 画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 肉用牛経営安定対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・肉用牛経営の安定を促進 県肉 用 牛 価 格 安 定 対 策 8,879
するため、価格安定対策を （社）島根県事業

推進する。 畜産振興協会

基 本 事 務 事 業 名 酪農経営安定対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・生乳の需給調整や消費拡 県生 乳 流 通 消 費 対 策 事 1,531
大を促進する。 中国生乳販売業

農業協同組合

連合会

基 本 事 務 事 業 名 中小家畜経営安定対策事業

当初予算額 事業概要事 業 名

千円 ・鶏卵の需給調整やみつば 県中 小 家 畜 振 興 推 進 事 270
ちの転飼許可を実施する。業



【農畜産振興課】 〔その他事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅱそれぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造

計 画 り

政 策 名 ２食の安全・安心の確保

施 策 名 １自主管理システムの導入促進

基 本 事 務 事 業 名 生産物安全対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

安 全 安 心 し ま ね の 農 産 千円 ・研修会、検討会開催等 県11,759

物生産確立事業 ・トレーサビリティ実施の 生産者団体

ための情報関連機器整備及 等

びＧＡＰ（適正農業規範）

の作成とその実践に必要な

ソフト経費の補助

【農畜産振興課】 〔その他事業〕

総 合 政策の柱 Ⅱそれぞれの地域で安心・安全な生活ができる島根の国造り

計 画 政策名 ２食の安全・安心の確保

施策名 ２生産から消費に至る安全確保対策の推進

基 本 事 務 事 業 名 家畜衛生対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

家畜衛生対策事業 千円 ・家畜衛生の推進による事 県 （ 社 ） 畜11,360 、

前防疫体制の確立を図るた 産振興協会

め 、 方 式の 導入推 進HACCP
や、モニタリング検査を実

施する。

基 本 事 務 事 業 名 家畜伝染病予防事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

ＢＳＥ検査体制確立 千円 ・牛海綿状脳症（ＢＳＥ） 県24,336
事業 対策特別措置法に基づき、

２４ヶ月齢以上の死亡牛の

ＢＳＥ検査を実施する。

基 本 事 務 事 業 名 飼料の安全確保及び品質の改善に関する事務

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

飼料安全対策事業 千円 ・ 飼 料 の 安 全 性 の 確 保 及 県383 「

」び品質の改善に関する法律

に基づき、飼料の販売業者

への立入検査など生産流通

に係る調査、収去検査を行

うとともに、飼料の安全性

等に関する情報提供、牛用

飼料の抽出検査を行う。



【農畜産振興課】 〔その他事業〕

総 合 政策の柱 Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り

計 画 政策名 ２環境への負荷の少ない循環型社会の実現

施策名 １廃棄物等の循環システムの構築

基 本 事 務 事 業 名 環境と調和した畜産推進事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

資 源 循 環 型 畜 産 確 立 千円 ・家畜排せつ物事務処理要 県33,590
対策推進指導事業 領に基づく農家巡回調査・ 市町村

指導を行うとともに、堆肥

化処理施設の整備支援及び

堆肥利用促進に向けた啓発

パンフレットの作成、堆肥

マップの更新や土づくり研

修会を開催する。



【しまねブランド推進課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ３農林水産、商工の連携の推進

基 本 事 務 事 業 名 ブランド産品の育成

事 業 名 ブランド産品づくり事業

１．趣旨

平成 15年度に選定したブランド化に向けた重点産品を集中的に支援することに

より、全国に認知される「島根のブランド産品」づくりを推進する。

【ブランド化に取り組む重点産品】

隠岐のいわがき、浜田の魚アジ・カレイ・ノドグロ

多伎のいちじく、十六島のり、しまね和牛

２．事業概要

（１）実行プラン推進事業

選定した重点産品の実施計画（実行プラン）に沿って、専門家による助言・

指導、及びプラン実践の経費助成を行うとともに、東京の戦略エリア (東急

沿線 )におけるフェア等を通じて、認知度アップと産品のブラッシュアップ

を進め、より強力にブランド産品への育成を図る。

、 、 、①ブランド化重点産品の事業実施主体に対し 専門家を派遣し 助言・指導

販路先仲介を実施

②事業実施主体に対し各プラン実践の経費助成（実施経費の１／２）

③東京での戦略エリア (東急沿線 )におけるフェアの開催

・飲食ﾓﾆﾀｰ店での食材ﾌｪｱ、高級食材ｽｰﾊﾟｰ等での県産品 ﾌｪｱの開催

・エリア内のフリーペーパー、Ｗｅｂ等でのＰＲ

（２）しまね県産品ブランド化推進協議会

県内の生産・製造、流通、消費、行政の関係者が、共通認識を持って互い

に連携、協力し、県産品のブランド化を図るため、当協議会を設置してお

り、重点産品の取組み状況を中心に報告し、意見や提案を聞き、今後の取

組みに反映させる。

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

２３，１３０千円



【しまねブランド推進課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

基 本 事 務 事 業 ブランド産品等の販路開拓の推進

事 業 名 農林水産物の流通促進事業

1 ．趣旨

県産農林水産物に係る生産・流通・消費段階の各種情報の収集と伝達システムを

構築し、得られた情報を県及び関係団体が、マーケティング対策等に有効活用し、

県産農林水産物の認知度向上と販売促進を図る。

また、特色ある農林水産物を県内の旅館・ホテルなどで料理を通じて観光客や地

元消費者に提供することにより、島根県及び県産品の良さをＰＲするとともに県産

品の消費拡大に向けて地元流通ルートの確立を図る。

２．事業概要

（１）しまね農林水産物マーケティング推進事業

①情報の収集・伝達システムの構築

生産・流通・販売・消費に係る情報を収集・分析し得られた情報を迅速に関

係先へ伝達していく仕組みを強化し消費者の視点に立った産品づくりに繋げる。

・情報担当窓口の設置

中央会、全農、ＪＡ、県等に情報担当窓口を設置し、各種情報の収集と伝

達が円滑に行われる体制を強化する。

・各種情報の収集分析

生産・流通・消費それぞれの段階で的確な情報を収集・分析し、関係先へ

(小売店の販売実態調査、消費者からの小売販売情報他）フィードバックする。

②マーケティング戦略の構築

主要県産農林水産物の販売戦略の構築を行うとともに、各プロジェクト対象産

品の販売戦略立案を支援する。

③県産農林水産物の販路拡大

県内及び重点消費地（東京・京阪神・広島・北部九州）を中心に、県産品を

好意的に取り扱う量販店等との繋がりを強化するとともに、県内外の市場や小

売店等の多様な流通チャネルの関係者に、県産品への理解を深めることにより

販路拡大につなげる。

・県産品販売パートナー店の設置による農林水産物取扱いの促進

・県産品支援コーディネーターの派遣による生産・販売対策への指導助言

・各種広報媒体の活用等による認知度の向上

・県内の主な地方卸売市場等への出荷促進

（２）デリシャスしまねっと事業

県産品を提供している旅館組合等の取組を Ｐ新聞 ､雑誌 ､電波媒体等を活用して

Ｒする。

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額 ４５,５４７千円

しまね農林水産物マーケティング推進事業 ４０，０９５千円

デリシャスしまねっと事業 ５，４５２千円



【しまねブランド推進課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

基 本 事 務 事 業 ブランド産品等の販路開拓の推進

事 業 名 ブランド産品等の販路拡大事業

1 ．趣旨

にほんばし島根館の活用や、東京、大阪、広島、九州等の大消費地に対して

販売促進活動に取り組み、県産品の販路拡大を目指す。

２．事業概要

(1) 東京拠点施設（にほんばし島根館）の活用 （２１，３３５千円）

①ミニフェアの開催（旬のステージ等）

県内生産者等が直接試食販売を行い、季節感と賑わいを演出

②月ごとにテーマを設定してのイベント開催

（想定テーマ）合併後の新市町等の広域的ＰＲ

隠岐空港ジェット化

石見銀山の世界遺産登録など

③新聞､雑誌 ､電波媒体等を活用した露出度アップ

(2) 県外への販路拡大 （３０，０７８千円）

東京、大阪、広島、九州の大消費地での商談会・島根フェア等の開催による、

認知度度向上・商品の定番化

(3) にほんばし島根館施設維持管理 （９７，５８２千円）

委託先：(社 )島根県物産協会

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

１４８，９９５千円



【しまねブランド推進課】 〔主要事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

基 本 事 務 事 業 名 県産品輸出対策

事 業 名 しまね農林水産物輸出関連対策事業

1 ．趣旨

、 、 、農林水産物の輸出は 新たな販路の拡大のみならず 国内市場における話題 提供

知名度の向上や「やれば出来る 」といった生産者の自信や誇りの回復など大きな効。

果が期待できる。

そこで、これまで培ってきた台湾におけるコネクションやネットワークを最大限に

活用し、さらなる農林水産物輸出による販売経路の拡大や新たな価値の構築等を支援

することにより農林水産業の産業化を後押しする。

２．事業概要

Ⅰ 県推進事業

１．島根県農林水産物輸出連絡会の開催（県10/10）

海外現地活動への支援（県10/10）２．輸出産地

◆海外現地コーディネーターの設置

◆海外現地活動サポート体制の強化

３．都道府県連携活動の実施

◆農林水産物等輸出促進全国協議会への参画

◆他県等連携活動の検討

Ⅱ 産地輸出促進対策への支援

産地輸出促進対策の支援（県1/2、その他1/2）１．

◆実務的な展示・商談会

◆中長期に実施するテスト輸出

◆販売促進イベントの開催

◆商品開発・パッケージの工夫 等

【事業実施期間】 平成１８年度～平成２０年度

３．事業実施主体

Ⅰ については、県

Ⅱ については、農業団体等

４．当初予算額

２６，１４０千円



【しまねブランド推進課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興

２地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興施 策 名

基 本 事 務 事 業 名 地産地消総合推進事業

事 業 名 地産地消推進事業、地産地消啓発事業

１ 趣 旨

「地域で生産された農林水産物とそれを主たる原料とした加工品をその地域で

消費する」ことを地産地消と定義し、地域内で地元農林水産物が円滑に流通する

仕組みづくりを確立する。

一方、県産品を食材とした料理や郷土料理を提供する飲食店を「しまね故郷料

理店」として認証し消費拡大を進める。

また、消費者が地元でとれた安心・安全な農林水産物を地元で消費する愛用運

動を進め、県産農林水産物の消費拡大を進める。

２ 事 業 概 要

（１）地産地消推進事業

① 地産地消実践事業

地元産品の取扱いを一層進めるため 「しまね・ふるさと食の日協力店」等、

で地元産品への理解促進と生産者との顔の見える関係の構築を図る。

② しまね故郷料理店認証事業

県産農林水産物を食材とした料理を提供する飲食店を「しまね故郷料理店」

として認証する。

③ 地産地消体制整備事業

地産地消の推進を図るため、施設整備等を行う。

（２）地産地消啓発事業

① 地元産品愛用運動

地産地消を県をあげた運動として定着させるため、各種ＰＲ対策を実施する

とともに、地域の実状に沿った取り組みに支援を行う。

３ 事業実施主体

島 根 県

４ 当初予算額

１１，１６０千円



【しまねブランド推進課】 〔その他事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ３農林水産、商工の連携の推進

ブランド産品等レベルアップ支援事業基 本 事 務 事 業 名

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

島根県産品 ﾌﾞﾗ ﾝ ﾄ ﾞ化 ｺｰ 2,000千円 県 産 品 支 援コーディネータ 県

ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業 ー (２２名)の派遣

消費者 ﾓﾆﾀｰ活用事業 4,000千円 ㈲良品工房 (東京 )の ｢いいも 県

の ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の活用

し ま ね ふ る さ と 食 品 認 1,016千円 個 性的 ･伝 統的 ･高 品質 な食 県

証事業 品の認証による消費拡大

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

ブランド産品等情報発信事業基 本 事 務 事 業 名

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

県産品ＰＲ事業 10,600千円 業 界 紙 や 食の専門誌等によ 県

り業務筋を中心にｱﾋﾟｰﾙ

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ３地域資源を活かした産業の振興

施 策 名 ４伝統産業の育成

伝統工芸品販路拡大事業基 本 事 務 事 業 名

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

伝 統 工 芸 品 販 路 拡 大 事 3,774千円 大 都 市 等における展示会開 県

業 催

伝統技術承継支援事業基 本 事 務 事 業 名

当初予算額 事業概要事 業 名

伝 統 技 術 ・ 技 法 継 承 支 8,076千円 後継者育成資金貸付 県

援事業 ふるさと伝統工芸品指定



【農村整備課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 ほ場の整備事業

事 業 名 ほ場整備事業（県営・団体営 （経営体育成基盤整備事業））

１．趣旨

農地の有効利用と効率的かつ安定的な経営体（担い手）の育成を図るため、担い手

への農地利用集積促進等を条件に、ほ場整備などの生産基盤の整備等を実施する。

２．事業概要

( )経営体育成基盤整備事業1
事業の内容 実施要件 補助率( ) 実施地区数 適 用%

区画整理 受益面積 以上 国： 地区20ha 50 14

25~27.5農業用用排水施設 県：

農道 担 い 手 へ の 一 定 割 合 以

暗渠排水 上の農地集積

客土

上記に関連のある生産基盤・ 認 定 農 業 者 の 一 定 割 合

生活環境整備 以上の増加

( )２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業2
基盤整備の実施を契機として、担い手への農地の利用集積を促進し、将来の農業

生産を担う効率的かつ安定的な経営体の育成を図るために実施。

事業の内容 実施要件等 補助率( ) 実施地区数 適 用%

土地利用調整 担い手 の集積シェ 国：－ 地区 県が行う、土地利用調整7

指導事業 アが一定割合以上 県： 活動に係る指導経費100

土地利用調整 国：－ 地区 土地改良区等が行う、土9

推進事業 県： 地利用調整活動への支援50

利 用 権 等 加 算 促 利 用 権 等 の 設 定 率 が 一 国：－ 地区5

100進費 定割合以上となること 県：

作付連担化加算 作付連担化率の増が 国：－ 地区 Ｈ１４採択地区まで5% 3

100促進費 以上 県：

農 地 流 動 化 促 進 利 用 権 等 の 設 定 率 が 一 国：－ 地区 県営中山間地域総合整備1

事業 定割合以上となること 県： 事業におけるほ場整備事100

業を対象

３．事業実施主体

経営体育成基盤整備事業：県

２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業：県、市町村、土地改良区

４．当初予算額

経営体育成基盤整備事業： 千円2,121,000

２１世紀しまねの農業担い手育成基盤整備促進事業： 千円73,392



【農村整備課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画 政 策 名

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農道の整備事業

事 業 名 農道整備事業（県営・団体営 （中山間地域総合整備事業））

１．趣旨

農業の生産条件等が不利な中山間地域において、地域の立地条件に即した生産基

盤や農村環境等の整備を一体的・総合的に行い、中山間地域が持っている多面的な

機能を活かした農業の振興と、活力ある農村づくりの促進を図る。

２．事業概要

（１）対象地域

過疎、振興山村、離島等の法令指定を受けている市町村、又はこれらに準ずる

市町村であって、林野率が かつ傾斜度 ／ 以上の農用地面積が 以上を50% 1 100 50%

占めている地域。

（２）事業の内容

（ 、 、 、 、 ） 、農業生産基盤整備事業 用排水施設 農道 ほ道 農地防災 暗渠排水等 や

農村生活環境整備事業（集落道、営農飲雑、防災安全施設、農村公園、活性

化施設等）など。

区分 事業主体 実施要件 補助率( ) 実施地区数%

県営 県 農業生産基盤整備 国： (離島： ) 地区55 60 8

30~0に係る 県：

60ha受 益 面 積 が

以上

団体営 市町村 農業生産基盤整備 国： (離島： ) 地区55 60 1

20~0に係る 県：

20ha受 益 面 積 が

以上

３．事業実施主体

県又は市町村

４．当初予算額

県 営： １，５６０，３００千円

団体営： ９２，９０２千円



【農村整備課】 〔主要事業〕

Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

政 策 名 ４快適な暮らしの実現計 画

施 策 名 ２快適な居住環境づくり

基 本 事 務 事 業 名 農業集落排水施設の整備事業

（ ）（ ）事 業 名 農業集落排水施設整備事業 県営・団体営 農業集落排水整備事業

１．趣旨

農業集落におけるし尿、生活雑排水を処理する施設や循環利用を目的とした施設

を整備し、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、又は農村生活

環境の改善を図り、ひいては公共用水域の水質保全に資する。

２．事業概要

（１）事業の内容

①農業振興地域内の農業集落を対象とした管路施設、汚水処理施設、及びこれ

に付帯する施設の整備

②処理施設に併せ汚泥・処理水再利用のための資源循環施設の整備

（２）実施地区数 地区16
（３）事業制度

補助金（農業集落排水資源循環統合補助事業、農業集落排水統合補助事業）

交付金（汚水処理施設整備交付金）

50%（４）補助率 国：

県：後年度に県交付金により支援

（５）県交付金

下水道普及促進対策交付金（下水道推進課から交付）

（目 的）新たな処理区着工を促進するための交付金制度

(内 容 )実施事業費の市町村及び受益者負担部分に次の交付率により次年度

から 年間で交付5
（交付率）

交付率 交付

区 分 要 件 期間財政力指数 ･普及率 補助事業 単独事業

事 業 着 手新規事業 (ｱ)集合処理区未着手市町村 から の間に着手した最初の処理区 市･町村のH14 H17 50% 20%

後 年間(ｲ)未着手処理区を有する市町村 から の間に新たに着手した処理区 平均以下H14 H17 40% 16% 5

まで継続事業 (ｳ)ｱ､ｲに該当しない場合 継続処理区又は ｱ､ｲの処理区で 年間を経過した処理区5 30% 12% H23

事 業 着 手市町村合併の特例 普及率合併重点支援地域の指定を受けた市町村で、 H15

後 年間から の間に新たに着手した処理区H17 25%以下 50% 20% 5

※なお、平成１８年度以降に新たに着手した処理区については、普及率６５％未満の市町村を対象とする。

３．事業実施主体

市町村

４．当初予算額

農業集落排水事業費（補助金） １，０１９，３９６千円

汚水処理施設整備交付金（交付金） １３，２００千円（県指導監督費）



【農村整備課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 ほ場の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

ほ場整備事業

（県営・団体営）

千円 ・地域特性に応じた多用な農 市町村農地等高度利用促 58,405
業経営を実現するため、農地 土地改良区進元気な地域づく

の高度利用、農用地の利用集 等り交付金

積の加速的な推進を図るよう

。きめ細かい基盤の整備を行う

○事業内容

農業用用排水施設、農道、

暗渠排水、客土、区画整理等

○補助率

（ ）国 基本 法指定50% 5 55%
県 ５～２０％

○実施地区

６ 地区

基 本 事 務 事 業 名 農道の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

農道整備事業

（県営・団体営）

千円 ・農産物の需給動向に係る輸 市町村基盤整備促進元気 333,930
送コストの軽減を図るため、 土地改良区な地域づくり交付

農道網を中心とした生産基盤 等金

整備等を行う。

○事業内容

農業用用排水施設、農道、

暗渠排水、客土、区画整理等

○補助率

（ ）国 基本 法指定50% 5 55%
県 ５～２０％

○実施地区

１０ 地区



【農村整備課】 〔その他事業〕

総 合 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱 Ⅰ

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 国からの委託調査事務

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

農 業 基 盤 整 備 基 礎 調

査等事務

農地・水・農村環 千円 県25,000 ・平成 年 月に決定された経営17 10

境保全向上活動支 市町村所得 安定対策等大 綱において、地

援実験事業 地域協議会域ぐ るみの効果の 高い共同活動と

等農業 者ぐるみの先 進的な営農活動

を、 一体的かつ総 合的に支援する

「農 地・水・環境 保全向上対策」

を実施することとされた。

この施策の平成 年度からの導入19

に向 け、試行的に 支援を行い、施

策の実効性について検証する。

○事業内容

①モデル支援事業

②推進検証事業

○補助率

50% 25%①国 、県

100%②国

○実施地区

地区13
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【 農地整備課 】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産･販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 用排水施設・ため池の整備事業

（ ）（ ）事 業 名 用排水施設等整備事業 県営・団体営 かんがい排水事業

１．趣旨

【一般型】

農業用用排水施設の新設、廃止及び変更によって農業用水の安定確保及び農地

の排水条件の改善を図り、農業生産性の向上に資する。

【排水対策特別型】

水田の排水条件が不良で転作が困難な地域にかかる水田の排水条件を整備する

ことにより水田農業経営確立対策の円滑な推進を図る。

【基幹水利施設補修】

土地改良事業により造成された基幹的農業用用排水施設について緊急に必要な

補強工事等を行うことにより、施設の機能の維持及び安全性の確保を図る。

２．事業概要

一般型にあっては、ダム、頭首工、揚排水機場、用排水路、排水樋門、水管理改

良施設等の新設、廃止又は変更。

排水対策特別型にあっては、水田転換に必要な排水機場、排水樋門、排水路等の

新設又は改修及び、それらに付帯して行う用水施設の新設又は、改修、区画整理、

客土、暗渠排水等の施工。

基幹水利施設補修にあっては、ダム、頭首工、揚排水機場、幹線水路等の基幹的

施設及び当該施設と一体となって機能を発揮する農業用用排水施設について緊急に

必要な補強工事、堆積土砂の取除き、排砂施設若しくは砂防施設の改良又は設置。

負担率( )%
事業の種類 実施要件

国 県 他

200 100 ha 100 50 25 25一般型 受益面積 ( ) 以上、かつ末端支配面積

20 ha 100( ) 以上 国営附帯にあっては 末端支配面積。 、

( ) 以上のものの合計が ( ) 以上。但し、20 ha 200 100 ha
ほ場整備等に関連し、水田農業経営確立排水対策実

施要綱に基づく水田農業振興計画が策定され、米の

計画的生産が確実な地区にあっては、受益面積及び

末端支配面積 以上。60ha
50 25 25排 水 対 策 特 水田農業振興計画に即した営農計画が策定される

別型 地域であって、集落地域の乾田面積が転作面積に比 ※ ※

20ha 27.5 22.5して十分にないこと。水田受益面積が 以上（離

） 。島にあっては 以上 かつ末端支配面積 以上10ha 5ha
50 25 25基 幹 水 利 施 国営又は県営事業等により設置した耐用年数以内

設補修 の施設であって、総事業費が 百万円以上。120
（ ：畑地かんがい ※：離島）

３．事業実施主体

県

４．当初予算額

・一般型（２地区） ： ６３１，０５０千円

・排水対策特別型（２地区） ： ３１０，６９５千円

・基幹水利施設補修（ 地区 ： ５，２５０千円1 ）
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【 農地整備課 】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産･販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 農道の整備事業

事 業 名 農道整備事業（県営・団体営 （県営農道整備事業））

総合 政 策 の 柱 豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造りⅢ

計画 政 策 名 ３便利な暮らしの実現

施 策 名 １道路網の整備

基 本 事 務 事 業 名 幹線道路の整備に資する農道の整備事業

基 本 事 務 事 業 名 身近な生活道路の整備に資する農道の整備事業

事 業 名 農道整備事業（県営 （県営農道整備事業））

１．趣旨

、 、農業を振興する地域において 幹線道路等へつながる農道を整備することにより

農産物輸送の効率化を図り、農業生産性の向上を促進するとともに、併せて農村環

境の改善に資する。

２．事業概要

農業の振興を図る地域における基幹的農道の新設又は改良

負担率( )%
事業の種類 実施要件

国 県 他

50 40 10広域営農団地 ①広域営農団地整備計画に基づき実施するもの

農道整備事業 ②受益面積概ね （ ）以上1,000ha 300ha
③延長概ね ( )以上10km 5km

62.5 27.5 10道整備交付金

①広域農道のうち市町村道または林道と連携が取

れ地域再生計画に挙げているもの

一般農道整備 ①受益面積概ね （ ）以上 ～50ha 30ha 045 27.5
1,000m 800m 27.5事業 ②延長概ね （ )以上 ～ ～50 55

50ha 30ha 50 40 10農林漁業用揮 ①受益面積概ね （ )以上

発油税財源身 ②総事業費概ね 億円（ 千万円）以上 ※ ※ ※1 2
55 45 0替農道整備事

業

10ha 90 10県営ふるさと ①県営農道に接続する路線は受益面積 以上 －

50ha農道整備事業 ② 上 記 ① 以 外 の も の に あ っ て は 受 益 面 積

（県単事業） （ ）以上30ha
（ ：過疎地域等 ※：離島）

３．事業実施主体

県

４．当初予算額

┌・一般農道整備事業（ 地区） ： 千円4 206,850
農道│・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（ 地区)： 千円Ⅰ -2-2 6 435,750

└・県営ふるさと農道整備事業（県単事業 （ 地区） ： 千円） 6 548,000
┌・広域営農団地農道整備事業（ 地区） ： 千円4 1,701,000

Ⅲ 幹線道路-3-1
└・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（ 地区)： 千円2 367,500
┌・広域営農団地農道整備事業（ 地区） ： 千円4 982,800
│・一般農道整備事業（ 地区） ： 千円3 286,650

Ⅲ 生活道路-3-1
│・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（ 地区 ： 千円5 1,139,250）

└・県営ふるさと農道整備事業（県単事業 （ 地区） ： 千円） 1 581,000
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【 農地整備課 】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 国営土地改良事業完了地区等に関わる事務

（ ）事 業 名 国営事業完了地区等対策推進事業 国営中海土地改良事業負担金

１．趣旨

国営中海土地改良事業（干拓）の変更計画及び国営中海土地改良事業（干拓附帯

農業用用排水）の廃止処理計画に基づき、農林水産省が実施する平成１８年度の当

該事業に要する費用に係る地方負担金を納付する。

２．事業概要

平成１８年度の国営中海土地改良事業で実施される干拓地の農業用水確保対策や

中浦水門の撤去工事、森山堤開削の実施設計等の費用に係る地方負担金。

《 、 》国費：９０％ 県費：１０％

３．事業実施主体

県

４．当初予算額

３６０，０８０千円
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【 農地整備課 】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 国営中海土地改良事業に関わる事務

事 業 名 淡水化代替水源対策事業

１．趣旨

平成１４年１２月の淡水化中止決定を受け、平成１７年度から宍道湖・中海の淡

水化に替わる農業用水確保対策に着手した。これにより、恒久的な水源を確保し、

農家の安定的な営農活動に資する。

中海干拓揖屋工区及び安来工区は国営中海土地改良事業で、斐伊川沿岸地区は国

営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）で、それぞれ農林水産省が事業主

体となり農業用水確保対策を実施する。その他の宍道湖・中海沿岸地域は、県営事

業等で実施する。

２．事業概要

（１）斐伊川沿岸地区国営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）

旧平田市及び斐川町の農業用水利施設を整備するとともに地域用水機能の維

持・増進を図る。

所在地：出雲市、斐川町 工期：平成１７年度～平成２５年度

（２）宍道湖中海沿岸地区県営農村振興総合整備事業

旧松江市３地区、旧八束町１地区、安来市２地区の農業用水確保対策を主と

する生産基盤整備とこれに関連する生活環境基盤整備を一体的に実施し、宍道

湖中海沿岸地域の農村振興を図る。

所在地：松江市、安来市、東出雲町 工期：平成１７年度～平成２２年度

（３）県営ため池等整備事業

旧松江市３地区の農業用水確保対策として老朽化したため池の改修を行う。

地区名：岡本地区、岩汐地区、蟹穴地区

所在地：松江市 工期：平成１７年度～平成２１年度

（４）園地区元気な地域づくり交付金

旧平田市の団体営で実施する農業用水確保対策である。

所在地：出雲市 工期：平成１７年度～平成１８年度

（５）淡水化代替水源対策助成交付金

宍道湖・中海淡水化に替わる農業用水確保対策を実施する事業に係る地元負

担額軽減のため、関係市町に交付金を交付する。

対象市：松江市、出雲市、安来市 工期：平成１７年度～平成３６年度

３．事業実施主体

・国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型 )： 農林水産省

・地 域 用 水 機 能 増 進 事 業： 出雲市、斐川町

・県 営 農 村 振 興 総 合 整 備 事 業： 県

・県 営 た め 池 等 整 備 事 業： 県

・元 気 な 地 域 づ く り 交 付 金： 出雲市

・淡 水 化 代 替 水 源 対 策 助 成 交 付 金： 県

４．当初予算額

・国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型 )： １９０，０００千円

・地 域 用 水 機 能 増 進 事 業： ３，０５０千円

・県 営 農 村 振 興 総 合 整 備 事 業： ７３５，０００千円

・県 営 た め 池 等 整 備 事 業： ４３０，５００千円

・元 気 な 地 域 づ く り 交 付 金： ４２，２２５千円

・淡 水 化 代 替 水 源 対 策 助 成 交 付 金： １３０，６２７千円
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【 農地整備課 】 〔主要事業〕

Ⅱそれぞれの地域で安全･安心な生活ができる島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 １安全な生活の確保

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 農地地すべり防止区域内等における防止事業

事 業 名 地すべり対策事業

１．趣旨

島根県は全土が特殊土壌地帯に指定されており、地すべり危険地が 箇所（平540

成 年 月現在）存在している。16 4

本事業は、地すべり等防止法第３条に基づき指定された「地すべり防止区域」で

防止工事や関連工事を実施することにより地すべり被害から農地や農業用施設など

を守り農業生産基盤の維持及び経営の安定を図ると共に、県土の保全と民生の安定

に資するものである。

２．事業概要

（１）主要事業の内容

・地すべり防止工事

承・排水路

水抜きボーリング、集水井、抑止杭

排土、押え盛土、アンカー

・関連工事

区画整理、農道整備

（ただし、農道整備に限り総合計画は農道の整備事業の施策に入る）

（２）負担区分

・防止工事〔国 県 〕1/2 1/2

・施設補修〔国 県 〕1/3 2/3

・関連工事〔国 ～ 県 ～ その他 ～ 〕45 50 5 25 30 45

３．事業実施主体

・防止工事及び施設補修：県

・関連工事 ：市町村及び土地改良区など

４．当初予算額

・防止工事（ 地区 ： 千円37 ） ５４０，７５０

・関連工事（ 地区 ： 千円1 ） ３９，０１５
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【 農地整備課 】 〔その他事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産･販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 用排水施設・ため池の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

用 排 水 施 設 等 整 備 事

）業（県営・団体営

千円 ・ 小規模】受益面積概ね 県県営ため池等整 254,100 【 10ha
以上（過・山・半・離は 以備事業 5ha
上 、総事業費は概ね 千円） 8,000
以上。

50% 52% 29%負担率：国 ( )、県

（ 、他 ( )31% 21% 17%）

（ ：離島）

千円 ・総事業費〔内地〕概ね 県県営農業用河川 84,480 100,000
千円以上、河川管理者の改善処工作物応急対策事

置命令があるもの。業

負担率：国 、県 ( )、55% 37% 39%
他 ( )8% 6%
（ ：離島）

千円 ・ 小規模 受益面積 未満 市 町 村 、 土団体営ため池等 52,620 【 】 、60ha
総事業費概ね 千円以上。 地改良区等整備事業 8,000

50% 52% 25%負担率：国 ( )、 県

( )、他 ( )28% 25% 20%
（ ：離島）

基 本 事 務 事 業 名 国営土地改良事業完了地区等に関わる事務

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

国 営 事 業 完 了 地 区 等

対 策 推 進 事 業

千円 ・しまね農業振興公社が干拓農 し ま ね 農 業干 拓 農 地 売 渡 促 7,619
地の売渡業務を行うために必要 振興公社進への支援

な人的・物的体制整備に係る経

費や直接必要な経費について助

（ ）。成する 売渡促進制度を拡充

千円 ・国営農地開発地及び干拓地に 県国 営 事 業 完 了 地 6,640
おける大規模畑作営農の実現を区等への支援

目指し、営農ビジョンに基づい

た実践活動を行う。

千円 ・過去に実施された国営農地開 県、関係市町直轄事業負担金 1,058,214
発事業や国営かんがい排水事業「主要事業」掲載

斐伊川下流地区に係る地方負担負担金以外

金を償還する。
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【 農地整備課 】 〔その他事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総合 政 策 の 柱

計画 政 策 名 ２戦略的な生産･販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 国営土地改良事業完了地区等に関わる事務

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

国営造成施設管理事業

千円 ・国から市町村に管理委託され 市町村基 幹 水 利 施 設 管 8,209
た基幹水利施設について、適正理事業

に管理を行うため実施する。

受 益 面 積 ( ) 、 畑 は1,000 500 ha
( ) 以上。300 100 ha

負担率：国 、県 、30% 30%
40%市町村

（ ：地盤沈下地帯）

千円 ・農業水利施設の持つ多面的機 【 計 画 策 定国営造成施設管 49,921
能を評価し、国営造成施設（一 事業】県理体制整備促進事

【 】業（管理体制整備 体不可分な附帯県営造成施設を 推進事業

含む）を管理する土地改良区の 県型）

【 】管理体制整備を図るため実施す 支援事業

る。 市町村

負担率：国 、県 、50% 25%
25%市町村

Ⅱそれぞれの地域で安全･安心な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 １安全な生活の確保

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 農地地すべり防止区域内等における防止事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

地すべり対策事業

千円 ・農振局所管地すべり防止指定 県県 単 県 営 緊 急 地 5,000
、 、すべり事業 地内 総事業費 千円以上1,000
千円未満。6,000

農地 以上及び農業用施設1ha
に被害を及ぼすおそれのある場

合

負担率：県 ( )、市町村100% 50%
( )0% 50%

（ ：本体工事に合わせ受）

益が発生する場合

基 本 事 務 事 業 名 海岸保全区域内における保全事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・防護面積 ／ 、防護人 県海 岸 保 全 施 設 整 備 事 15,000 5ha 1km
50 1km業 数 人以上／

50% 50%負担率：国 、県
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【 林業課 】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 森林所有者等による計画的な森林整備の促進

事 業 名 森林整備地域活動支援交付金事業

１．趣 旨

近年、林業採算性の悪化による林業生産活動の停滞や、森林所有者の高齢化、不

在村化等を背景として、適時適切な森林施業の実施に不可欠な森林の現況把握、歩

道の整備等の活動が十分に行われなくなっている。

この結果、間伐等の森林施業が十分に行われない人工林が発生するなど、適切な

森林の整備を通じた森林の多面的機能の発揮に支障を来すことが懸念されている。

このため、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、適切な森林整備の

推進を図る観点から 「森林整備地域活動支援交付金」を交付し、森林所有者等に、

よる計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況調査などの地域活動

の確保を図る。

２．事業概要

（１）採択要件等

○対象森林：森林施業計画の認定を受けた森林

○対象者 ：森林施業計画の認定を受けた森林所有者等

○対象行為：市町村長との協定に基づき行う施業の実施に不可欠な地域活動

（森林の現況調査、施業実施区域の明確化作業、歩道整備等）

（２）交付金額等

交付金：一定林齢以下の育成林１ あたり年間 １万円交付ha

（国１／２，県１／４，市町村１／４）

（３）事業実施期間

平成１４年度～平成１８年度

３．事業実施主体

市 町 村

４．当初予算額

３９６，７５０千円
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【 林業課 】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 森林所有者等による計画的な森林整備の促進

事 業 名 流域森林・林業活性化対策事業

１．趣 旨

各流域において顕在化している森林・林業・木材産業が抱えている課題に対処するため、流域林業活

性化センターが行う具体的対処方針についての協議、課題解決のための活動、森林所有者や関係者への

情報提供や普及啓発などを支援。

２．事業概要

（１）事業メニュー

森林資源管理特定課題タスクフォース活動事業

（２）概要

流域毎に設定した特定課題について、目標設定の上、改善に向けた活動を行う。

〔流域毎の設定課題〕

■斐伊川流域 ・・・上下流の連携強化による森林整備の推進

■江の川下流流域・・・地域材の利用促進

■高津川流域 ・・・間伐の推進、地域材の利用促進

■隠岐流域 ・・・木材需要の拡大、間伐の推進

（３）補助率

事業費の１／２以内

３．事業実施主体

流域林業活性化センター（県下４流域）

４．当初予算額

５，００５千円
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【 林業課 】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 林業公社事業

事 業 名 林業公社森林整備支援事業、林業公社経営改善支援事業

１．趣旨

個人による管理が困難な森林において、林業公社が造林地所有者及び市町村との

分収造林契約に基づいて費用を負担する森林整備事業を支援し、健全な森林の育成

を推進する。

また、林業公社の自主的な経営改善策を支援し、公社の経営の安定化を図る。

２．事業概要

（１）林業公社森林整備支援事業

①林業公社事業資金の貸付

森林整備事業及び運営に必要な資金の貸付けを実施

②損失補償

林業公社が農林漁業金融公庫から資金を借入れる際に必要となる損失補償を実施

③指導監督

健全な事業運営を確保するための指導監督

（２）林業公社経営改善支援事業

①不成績林等処理対策事業

松くい虫被害等による不成績造林地の処理のため、農林漁業金融公庫資金の繰

上げ償還及び契約解除手続きに必要な経費の補助を実施

②長伐期施業転換推進事業

伐採期を延長する施業転換等に必要な経費の補助を実施

３．事業実施主体

社団法人島根県林業公社

４．当初予算額

（１）林業公社森林整備支援事業

①林業公社事業資金の貸付 千円８ ２ ５ ， ８ ２ １

②損失補償 ２ 千円， ２ １ ３ ， ９ ７ ２

（２）林業公社経営改善支援事業

①不成績林等処理対策事業（補助金10／ 10） 千円３ ７ ， ５ ４ ５

②長伐期施業転換推進事業（補助金10／ 10） 千円２ １ ， ９ ０ ２
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【 林業課 】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

基 本 事 務 事 業 県産材需要の拡大

事 業 名 「森と暮らす・しまねの木の家」普及促進事業

．趣旨1

スギ・ヒノキを中心とする県内の人工林は活用する段階に入り、主要な需要先で

ある木造住宅の建築促進が重要である。

このため、県内の木材業界、建築業界と行政が連携して作成した、島根県の気候

風土にあった県産木材を使用した木造住宅建築を推進する推奨仕様「しまねの木の

家設計マニュアル」の普及を図るとともに、住宅の木造化・内装の木質化などによ

る積極的な木材利用が、森林の適正管理や地球温暖化防止など環境保全に果たす役

割をＰＲし、木材の需要拡大を推進する。

２．事業概要

(1) 「しまねの木の家」推進事業

木造住宅建築プロジェクト会議で作成した推奨仕様「しまねの木の家設計マニ

ュアル」を採用した県産木造住宅の普及促進活動（県産木造住宅の見学会開催）

に対して助成し、広く県民に「しまねの木の家」の良さを普及し定着を図る。

(2) 木材利用推進対策事業

、 、木造住宅や木製内外装部材の良さ 木材を利用することの重要性などをＰＲし

県産材の需要拡大を図る。

３．事業実施主体

(1) 県産木造住宅建築を推進する工務店、製材業等によるグループ

(2) 島根県木材協同組合連合会、 (協 )環境にやさしい家づくりの会、木材関連事

業体等

４．当初予算額

１８，８５０千円

うち「しまねの木の家」推進事業 １５，０００千円
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【 林 業 課 】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計 画 政 策 名 ４産業を担う人づくり

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 新規就業者の確保事業

事 業 名 林業担い手育成確保対策事業

．趣旨1

県内における林業就業を取り巻く状況は、これまでの取組により、新規就業者の確

保、従事者の若齢化、生産性の改善等一定の成果は上げているが、他産業と比較する

と、その内容は十分でない。

適切な森林整備や木材生産のためには、優秀な林業就業者の確保・育成及びこれを

受入れ、安定的に経営を持続出来る意欲と能力を備えた林業事業体の育成を図る必要

がある。

また、林業への円滑な就業を図るため、移転等就業の準備に要する経費の負担を軽

減するため、無利子の資金の貸付を行う。

２．事業概要

（１）林業労働災害撲滅プロジェクト事業

安全衛生指導員の養成、その者による巡回指導及び一人親方等に対する特殊健康診

断を実施し、林業における労働災害防止、振動障害防止等を図る。

（２）林業事業体対策事業

林業事業体の経営合理化指導、高性能林業機械リース事業支援により林業事業体の

育成を図る。

（３）林業就業者対策事業

島根県グリーンマイスター養成研修の実施及び新規就業者の確保対策を実施し、林

業就業者の定着を図る。

（４）林業労働力確保支援センター事業

林業労働力確保支援センターが行う担い手対策事業を円滑に行うため、就業希望者

への情報提供等の支援を行う。

（５）林業就業促進資金の貸付等

林業への円滑な就業を図るため、移転等就業の準備に要する経費負担軽減及び新規

就業に際し、林業に必要な研修受講に係る経費について、無利子の資金の貸付を行う

（償還免除制度有り 。）

３．事業実施主体

（１） 島根県（委託先： ）林業・木材製造業労働災害防止協会島根県支部

（２）～（４）の一部 島根県（委託先：社団法人島根県林業公社 (支援センター )）

（４）の一部 社団法人島根県林業公社（支援センター）

（５） 社団法人島根県林業公社（支援センター）

４．当初予算額

２６，２１２千円（一財７，０３８千円）

うち林業就業促進資金２０，４９１円（一財４，１３０千円）
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【 林 業 課 】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計 画 政 策 名 ５．経営の安定強化の支援

施 策 名 １．農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 林業事業体の経営基盤強化事業

森林組合育成事業事 業 名

．趣旨1

厳しい経営環境下でも一定の事業利益を確保し、地域における森林・林業施策推進の中

心的担い手となる中核森林組合を確立するため、｢環境と暮らしを支える森林・林業山村再生運

動｣の実現に向けた森林組合系統の自己改革の取組みを推進する。

２．事業概要（主要な県の事業）

①森林組合合併推進事業 （予算額： ６６０千円）

、 。広域合併の進捗状況を検証し 新しい合併方針を検討するための検討委員会を設置する

②森林組合広域合併促進資金 （予算額：２００ ０００千円）,

広域合併を行った組合に対して、無利子資金を貸し付ける。

③森林組合育成対策事業 （予算額： ５ ０８２千円）,

役職員の資質向上活動及び森林管理情報システム導入等の経費を助成する。

④中山間地域土地境界保全事業 （予算額： ３５ ０００千円）,

森林の適正管理と雇用促進を目的として、土地の境界明確化作業を実施する。

⑤森林ビジネスコラボレーション推進事業（予算額： １１ ０００千円）,

、 。森林組合の経営体質強化を目指し 森林組合間や異業種との業務提携を推進する

参考）県以外からの支援策

①林業担い手確保支援センターの事業

・経営･技術研修会の開催、就業促進資金の融資、高性能林業機械のリース

②(財 )島根県みどりの担い手育成基金の事業

・基幹作業員の就労条件の整備、若年層新規参入者の雇用促進

３．事業実施主体

森林組合、県森林組合連合会、県

４．当初予算額

２５１，９８３千円
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【林業課】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅲ 豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国

計 画 造り

政 策 名 １ 人と豊かな自然が共生している地域社会の実現

施 策 名 １ 多様な自然の保全

基 本 事 務 事 業 緑豊かな森の再生事業

森の再生と継承事業【水と緑の森づくり税財源】事 業 名

．趣旨1

２０世紀後半の暮らしや社会の変化により、人工林を中心に約２割の森が荒廃し

ている。このままでは、安全で安心な生活に不可欠な森の恵みを持続的に享受する

ことに支障を来しかねない。

県民共通の財産で、未来からの預かりものである緑豊かな森を次世代に引き継ぐ

ことは、私たちの責務である。

このため、荒廃した森林の再生を着実に進める。

２．事業概要

( ) 県民再生の森事業1

県と森林所有者の「県民再生の森協定」の締結とこれに基づく荒廃森林の再生

■対 象：１０年以上、間伐されていない４１年生以上の荒廃人工林

■選 定：市町村と協議しながら重要な水源地域内において対象区域を選定

■条 件：一定期間の伐採制限と県民利用の受け入れ

■手入れ：不要木の伐採、必要に応じた広葉樹の植栽など

■交付金：手入れに要した経費の全額に相当する額を交付金として交付

ha■規 模：７８０

３．事業実施主体

( ) 県民再生の森事業 「県民再生の森協定」を締結した森林所有者等1

４．当初予算額

( ) 県民再生の森事業 １３６，１００千円1
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【林業課】 〔主要事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅲ 豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国

計 画 造り

政 策 名 １ 人と豊かな自然が共生している地域社会の実現

施 策 名 ２ 自然とのふれあいの推進

基 本 事 務 事 業 県民参加の森づくり事業

森づくり推進事業・森づくり・資源活用実践事業事 業 名

【水と緑の森づくり税財源】

．趣旨1

２０世紀後半の暮らしや社会の変化により、人工林を中心に約２割の森が荒廃し

ている。このままでは、安全で安心な生活に不可欠な森の恵みを持続的に享受する

ことに支障を来しかねない。

県民共通の財産で、未来からの預かりものである緑豊かな森を次世代に引き継ぐ

ことは、私たちの責務である。

このため、森を保全しながら利用するという、県民のアイディアと参加を基本と

した新しい島根の森づくりを進める。

２．事業概要

( ) 森づくり推進事業1

県民のアイディアと参加を基本とする森づくりを推進する諸条件を整備

■水と緑の森づくり会議の開催、季刊誌発行、 イベントPR

■森づくりボランティアや森林ツーリズムの人材を養成し派遣

( ) 森づくり・資源活用実践事業2

メ ニ ュ ー 事 業 イ メ ー ジ

森づくりボランティア ドングリ拾いと苗木づくり、本格的な森林作業、企業による森

づくりボランティア など

森づくり講座 学校単位での森林教室、職場・地域単位での森づくり教室 など

木を利用した公共施設や商店街の改装、沿道に木製ベンチ

木とバイオの街づくり 学校や公民館でバイオストーブ利用、公園にバイオトイレ設置

木とバイオの利用を拡大するアイディアの実証、荒廃竹林の竹

材利用 など

木の利用講座 間伐材を使った日曜大工教室、児童クラブでの巣箱づくり など

森林・都市交流 森林ツーリズムの試行、森や木とふれ合う仕組みの構築 など

３．事業実施主体

( ) 森づくり推進事業 県1

( ) 森づくり・資源活用実践事業 応募事業の採択者2

４．当初予算額

( ) 森づくり推進事業 １０，５４８千円1

( ) 森づくり・資源活用実践事業 ４０，０００千円2



- 9 -

【 】 〔 〕林業課 その他事業

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ 活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 木材生産流通体制の整備

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 林業従事者等に対し無利子 島根県（貸付制 度 資 金 に よ る 生 産 45,000
の資金を融通することによ 窓口：隠岐支活 動 等 支 援 事 業 （ 林

り、林業経営若しくは木材 庁、農林振興業・木材産業改善資金）

産業経営の発展に資するこ センター、森

とを目的とし、昭和 年度 林組合及び県51
から昭和 年度の間に、国 木協連）61
の助成を受けて２億３千万

円（国２／３・県１／３）

の資金造成（資金造成総額

： 千 円 ） を 行 い 、 そ234,080
の後はこの資金の償還金を

原資に貸付けている。

・林業分野

【貸付金 千円】5,000
・木材産業分野

【貸付金 千円】40,000
基 本 事 務 事 業 名 林業労働条件の整備事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 現場における最適な作業プ 島根県高 性 能 林 業 機 械 基 幹 2,040
ランを立案し、実行できるオ ペ レ ー タ ー 養 成 事

能力を有する技術者を育成業

するため、県内の林業就業

者を対象に、高性能林業機

械の基本操作、メンテナン

ス技術等の学習及び高性能

、 、林業機械による伐倒 造材

集材等の現地実習を実施す

る。

基 本 事 務 事 業 名 林業普及指導活動の促進

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・林業技術の改善、林業経営 島根県林業普及指導事業 15,792
の合理化及び森林の整備等を

促進し林業の振興を図るとと

もに、森林の有する諸機能の

高度発揮に資するため、林業

普及員を 配 置 し 、 特 に 林 業

普及上の県戦略課題として

次の３課題への対応を中心

。に普及指導活動を展開する

①県産木質資源活用の促進

②利用間伐の推進

③県民・地域が支える森づ

くりの推進
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【 】 〔 〕林業課 その他事業

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く発展する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ３ 農林水産、商工の連携の推進

基 本 事 務 事 業 名 木材の品質向上と高次加工の推進

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 林業者及び木材関連事業者木 材 加 工 金 融 対 策 事 602,571

に対し、低利の林業関係制業

度資金を融資し又はその債

務保証を行い、林業及び木

材関連業の健全な発展に資

する。

・木材産業等高度化推進資 農 林 中 金 ･ 商

金 工中金･合銀

【融資枠 千円】724,000

・木材協同組合育成資金 島銀･合銀

【融資枠 千円】600,000



【森林整備課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ２戦略的な生産・販路による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 森林造成事業

事 業 名 造林事業

．趣旨1

水資源のかん養、県土の保全等森林のもつ多面的機能の高度発揮及び森林資源の

充実並びに山村地域の振興を図るため、植栽、下刈り、除間伐等の一連の造林作業

を通じて重視すべき機能等に応じた森林の整備を行う。

２．事業概要

次頁のとおり

３．事業実施主体

県、林業公社、市町村、森林所有者、森林組合等

４．当初予算額

千円714,420



造 林 事 業 の 概 要

要 件

補助の対象 1施行地当 1事業主体当 森 林 機 能 等 の 条 件 補助率 森林区分

たり規模 たり事業量

公的森林整備

推進事業 4ha以上 市町村森林整備計画において、水土保全機能の発揮を重 5/10 水土保全林

流域公益保全 0.1ha以上 視する森林であること。

林整備事業 4ha以上

流域循環資源 市町村森林整備計画において、資源の循環利用を重視す 4/10 資源の循環計画作成主体及び協定締

林整備事業 0.5ha る森林であること。 利用林結者は

森林空間総合 概ね50ha以上のまとまりを持つ森林の区域で、森林の特性や地域の要請に対応し

整備事業 た多様な森林の整備を行う。

（市民参加型森林整備）

行政支援タイプ：市民の森林利用に関する協定締結。

市民誘導タイプ：森林所有者から受託して森林施業計画を 7/10 森林と人と

絆の森整備事 対象区域 作成していること。 (査定 の共生林

業 5ha以上 市民開放タイプ：森林施業計画の開示、所有森林の開放に 係数

関する協定締結。 なし)

（野生生物共生林整備）

0.1ha以上 鳥獣保護区又はその周辺森林であること。

（特定林地改良）

（耕作放棄地等森林造成）

特定森林造成 （造林未済地緊急造林）

事業 ・伐採後３年以上造林が実施されていないこと。 水土保全林

・市町村長との協定締結。 共生林

・市町村が緊急に森林を造成する必要があると認め、

植栽以外の方法よる更新が困難と見込まれていること 4/10。

（ ）被害地等森林 0.5ha以上 県以外の者が育成単層林整備の保育 倒木起こしを除く

整備事業 を行う場合は、保安林等に限る。

、 。里山エリア再 居住地周辺の森林における景観 森林とのふれあい等に配慮した整備を実施する

生交付金

《共通》

補助対象施業：植栽、保育、作業路開設等

《査定係数》 《造林補助金算定方法》

公的森林整備推進事業：150～180 補助金 標準単価×(諸掛費率)×事業量×査定係数×補助率=

流域公益保全林整備事業： 90～180

流域循環資源林整備事業： 90～180

特定森林造成事業（造林未済地緊急造林：180、耕作放棄地等森林造成：110～180）

被害地等森林整備事業： 70～140

里山エリア再生交付金 ：150,170



【森林整備課】 〔主要事業〕

Ⅰ 活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

２ 戦略的な生産・販路による創造的な産業活動の促進計 画 政 策 名

施 策 名 ２ 農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 森林造成事業

事 業 名 森林病害虫等防除事業

．趣旨1

マツ林は、海岸防風林や水源かん養林などとして重要な役割を果たすほか、美し

い景観美により県民の生活や文化と深く結びついている。

松くい虫被害の蔓延を抑制し、マツ林のもつ多様な機能を持続的に発揮させてい

くために、予防措置と駆除措置を効果的に組み合わせ、マツ林の保全を図る。

２．事業概要

区 分 事業量 内 容

空中散布 1,180ha ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを利用した薬剤散布

予防措置 地上散布 10千本 地上からの薬剤散布

樹幹注入 685本 殺センチュウ剤の注入

駆除措置 伐倒駆除 3,200m3 当年度枯損木の伐倒、薬剤処理等

その他 普及啓発 式 防除センターによる研修、情報誌発行等1

安全確認調査 式 空中散布に伴う水質等の調査1

注：上記とは別に、駆除措置として造林事業による伐倒駆除 (衛生伐)369m3を予定

補助率 国補（国1/2、県 1/4）

県単（県1/2）

３．事業実施主体

県、市町村等

４．当初予算額

千円70,565



【森林整備課】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働き場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

２戦略的な生産・販路による創造的な産業活動の促進計 画 政 策 名

施 策 名 農林水産業の生産力の向上支援２

基 本 事 務 事 業 名 間伐促進対策

事 業 名 間伐材搬出促進対策

．趣旨1

森林組合等事業体が利用間伐に適した区域の森林を対象に森林所有者の負託を受

け、効率的で計画的な間伐材の搬出・利用（林業経営）を展開することに対して、重

点的に支援し、間伐材の搬出・利用を促進する。

２．事業概要

間伐促進対策（Ｈ１７～Ｈ１９）

○団地化の促進

○間伐方法の改革による間伐施業の効率化

○間伐材搬出方法の改革による搬出コストの削減

■団地間伐の取組強化

団地間伐の取組を強化し、間伐と路網の整備を一体的かつ効率的に推進

■効果的な間伐の促進

間伐の効果が、より持続的に発揮できる間伐の強さ(間伐率 以上)への誘導30%

■間伐推進のための条件整備

間伐及び利用間伐を促進するため、団地間伐を推進する地域において、作業道と

高性能林業機械を集中的に整備

■効率的かつ計画的な利用間伐の促進

高性能林業機械を活用した効率的な利用間伐推進のための搬出路開設支援と安定

的な間伐材供給に資する間伐材搬出支援

■間伐推進に関する普及啓発

効率的な間伐作業技術・事例等の普及啓発を行うシンポジウムの開催

３．当初予算額 単位：千円

事 業 名 事 業 実 施 主 体 当 初 予 算 額

191,324間伐材搬出促進対策 森林組合など



【 森林整備課 】 〔主要事業〕

Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 林道網の整備

事 業 名 県・市町村林道事業 緑資源機構林道事業

Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 ３便利な暮らしの実現

施 策 名 １道路網の整備

基 本 事 務 事 業 名 身近な生活道路の整備に資する林道整備事業

隣接市町村間や市町村内アクセス利便性の向上等に資する林道の整備事業事 業 名

．趣旨1

、 、林道事業は 合理的な林業経営や森林の管理を進めるための施設であるとともに

地域の生活環境の向上や産業の振興を図る施設としても重要な役割を担っている。

平成１８年度においては 「国庫補助事業」と県単独事業である「ふるさと林道、

整備事業」を効果的に組み合わせて林道を整備する。

２．事業概要

事 業 名 事業量

県営林道開設事業 １０路線

県営道整備交付金事業 ２路線

団体営林道開設事業 １０路線

国補 団体営林道改良事業 ２路線

団体営林道舗装事業 １路線

団体営林業地域総合整備事業 ３地区

団体営道整備交付金事業 ８路線

県単 ふるさと林道整備事業 ５路線

機構 緑資源機構林道事業 ２路線

３．事業実施主体

県、市町村、独立行政法人緑資源機構

４．当初予算額

国庫補助林道事業 ： １，３１９，６２９千円

ふるさと林道整備事業 ： ２７１，４８０千円

緑資源機構林道事業 ： ２５６，８５４千円



【森林整備課】 〔主要事業〕

総 合 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り政 策 の 柱

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 みどりの森緊急整備事業

事 業 名 みどりの森緊急整備事業

．趣旨1

、 、 、森林は 活発な林業生産を通じて その公益的機能を維持してきたところであるが

林業を巡る厳しい情勢のもと、林業生産活動が長期にわたり低迷しており、公益的機

能の低下が懸念されている。

、 、本県民有林面積の１／３を占める保安林や水源林等については 生活環境の保全や

景観の形成、水源かん養機能等の重要な公益的役割があるにもかかわらず、十分な整

備がなされていない。

また、人々の生活に関係の深い里山林等についても松くい虫被害の増加、竹林の侵

入等により荒廃が進んでいる。

このため、管理の不十分な保安林や水源林、里山林等の整備を緊急に実施すること

により、森林の持つ公益的機能・多面的機能等の維持増進を図り、併せて森林の整備

・管理に伴う雇用の創出に資する。

２．事業概要

（１）林内環境整備

手入れ不足のため十分機能が発揮されていない保健保安林等の公的整備制度のない

保安林の林内環境の整備を行う。

（２）水源林整備

簡易水道、灌漑用水等の上流に位置し、水源として重要な森林で手入れ不足により

水源かん養機能等が発揮されていない森林の機能の回復を図る。

（３）松くい虫枯損木除去

松くい虫枯損木について、防災対策の観点から枯損木除去等を行う。

（４）竹林環境整備

竹の侵入により荒廃が進んでいる里山林等で公共施設周辺等の竹林環境の整備を行

う。

（５）人と野生鳥獣共生

ツキノワグマ対策として、里山林等の整備や奥山の生息環境整備を行う。

３．事業実施主体

県

４．当初予算額

１５２，９８７千円



【 森林整備課 】 〔主要事業〕

活力と働き場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱 Ⅰ

計 画 政 策 名 ５経営安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 有害鳥獣対策事業

事 業 名 野生鳥獣被害対策事業

．趣旨1

野生鳥獣による農林業被害の発生は、中山間地域を中心とした農業離れや、過疎化

に拍車をかけることが懸念されることから、被害の早期軽減を目的とした対策の実施

が重要である。

そこで効果的な防除方法等の開発や普及を実施するとともに、被害軽減に向けた地

域の主体的な取り組みを促進する。

２．事業概要

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

５２，６７１千円

①鳥獣保護法に基づく許認可 狩猟対策費 狩猟免許事務
（ ） 狩猟者登録事務4,705

（適正狩猟対策）講習会開催

②被害対策協議会の開催 有害鳥獣被害対策推進事業 協議会開催
（ ）699

③生態・行動等の調査研究 鳥獣専門指導員設置（ツキノワグマ）
（ ）3,143

④有害鳥獣被害対策交付金 ( )44,124

＊（ ）は予算額で単位は千円



【森林整備課】 〔主要事業〕

それぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱 Ⅱ

計 画 政 策 名 １安全な生活の確保

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 治山事業

事 業 名 治山事業

．趣旨1

、 、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全し また

水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図り、安全で安心できる豊かな暮らしの実

現のため、緊要度の高い箇所から計画的に事業の推進を図る。

２．事業概要

(1) 治山事業費 119箇所 1,971,689千円

（復旧治山) 12箇所 338,441千円

（水土保全治山） 37箇所 969,634千円

（保安林改良・保育） 60箇所 254,339千円

（海岸防災林造成） 3箇所 76,398千円

（水源地域整備） 7箇所 332,877千円

(2) 地すべり防止事業費 14箇所 485,089千円

(3) 災害関連緊急治山等事業費 570,000千円

(4) 災害関連林地崩壊防止事業費 45,000千円

(5) 県単治山自然災害防止事業費 8箇所 37,504千円

(6) 県単災害公共事業費 100,000千円

（県単施行地管理・県単林地崩壊防止）

(7) その他事業費 11,423千円

（治山事業施行地管理・治山事業調査）

(8) 合計 141箇所 3,220,705千円

３．事業実施主体

県

市町村（林地崩壊防止事業）

４．当初予算額

3,220,705千円



【 森林整備課 】 〔主要事業〕

Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合 政 策 の 柱

計 画 政 策 名 １人と豊かな自然が共生している地域社会の実現

施 策 名 １多様な自然の保全

基 本 事 務 事 業 名 鳥獣保護対策事業

事 業 名 野生鳥獣保護対策事業

．趣旨1

自然の一部である野生鳥獣を適正に保護管理していくことは、本県の豊かな自然

環境を後世に伝える上で重要である。

しかし、シカ等の野生鳥獣による農林作物被害が発生している現状から、野生鳥獣

の保護に対する住民意識は厳しい状況である。このため地域住民の理解が得られるよ

う、被害防止対策と頭数管理（捕獲）も含め一体的に取り組む保護管理事業等を実施

する。

２．事業概要

３．事業実施主体

島根県

４．当初予算額

５４，３３８千円

①保護管理事業の実施 弥山山地シカ対策事業 生息環境整備
（ ) 被害予防対策30,222

頭数管理事業

ツキノワグマ保護管理対策事業 錯誤捕獲対策
（ )659

②鳥獣保護区等の設定 鳥獣保護区整備費 標識・案内板設置
（ )1,025

③鳥獣保護員の設置 鳥獣保護員設置事業 鳥獣保護員
（ )12,116

④保護管理協議会等の開催 シカ対策事業 協議会開催
（ ) アドバイザー設置3,331

クマ対策事業 協議会開催
（ )1,459
自然環境保全審議会鳥獣保護部会 部会開催
（ )688

⑤傷病鳥獣救護 傷病鳥獣救護体制整備事業 普及・啓発
（ ) 救護ドクター配置2,138

⑥保護思想の普及啓発 鳥獣保護思想普及啓発事業 ポスターコンクール
（ ) 野鳥観察会432

⑦生態行動等の調査研究 鳥類生息調査 ガン・カモ調査
( )1,940

ガン類飛来実態調査 ガン類食害実態調査
( )328

＊（ ）は予算額で単位は千円



【 森林整備課 】 〔その他事業〕

活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱 Ⅰ

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販路による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 森林計画策定事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 農林水産大臣が定める全 県森林計画樹立事業 2,164

国森林計画に即して、森林

法第５条に基づき県内森林

計画区別にその計画区域内

の民有林について５年毎に

１０年を一期とする各計画

区における森林のあるべき

姿とそのために必要な事業

目標等を示す「地域森林計

画」を樹立する。

千円 地域森林計画樹立対象森 県森 林 資 源 情 報 の 更 新 ・ 27,891

林計画区における現地調査管理事業

(林 分 調査 )及 び各種委 託調

査等の実施により最新の森

林資源情報を入手するとと

もに、森林情報システムの

整備開発及び運用により、

森林簿等森林資源データの

更新と管理を行う。

基 本 事 務 事 業 名 森林造成事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

林業種苗供給事業 千円 多様な森林の整備に必要 県19,372

、な育成品種を提供するため

採種穂園の維持管理及び改

良、次代検定林の調査、林

業用種子採取等を行う。

森 林 整 備 活 性 化 推 進 事 千円 森林経営の環境改善を図 林業公社14,000

業 り、森林整備を推進するた

め、森林整備活性化資金の

借受者が造林補助事業を実

施する場合に造林事業査定

事業費の 3%を助成する。



【森林整備課】 〔その他事業〕

活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合 政 策 の 柱 Ⅰ

計 画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 森林保険事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

６，７６３ ・林業経営の安定に資する 県森林保険事業

ため、森林国営保険法に基

づき保険契約、損害てん補

等に関する事務を行う。

・山火事予防のため、 ﾎﾟｽﾀｰ

、 。配布 標示板設置等を行う

総 合 政 策 の 柱 Ⅱそれぞれの地域で安全安心な生活ができる島根の国造り

計 画 政 策 名 １安全な生活の確保

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 保安林整備管理事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

３１，７８２ 公益的機能を発揮させる必 県保安林整備管理事業

要のある森林を保安林に指

定し、保安林が常にその指

定目的に即して機能を発揮

できるように、保安林の適

正かつ円滑な管理・整備を

行う。

・保安林の指定

・保安林の解除

・保安林の管理

・保安林損失補償



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 つくり育てる漁業推進事業

事 業 名 栽培漁業事業化総合推進事業

１．趣旨

栽培漁業の地域への定着を図るため、当該地域の市町村、漁協、漁業者等による

推進組織を基に、漁業者自らによる中間育成、放流、漁場管理、調査等を実施し、

広域での栽培漁業の推進体制づくりを進め、栽培漁業の事業化への促進を図る。

２．事業概要

（１）マダイ・ヒラメの中間育成、放流

平成18年度放流予定尾数 単位：千尾

マダイ ヒラメ

隠岐島前 425 ( 500) 0 ( 0)

隠岐島後 425 ( 500) 0 ( 0)

出雲東部 136 ( 160) 99 ( 110)

出雲西部 102 ( 120) 112 ( 125)

石見東部 170 ( 200) 135 ( 150)

石見西部 0 ( 0) 225 ( 250)

合 計 1,258 (1,480) 571 ( 635)

( )は中間育成尾数

（２）モニタリング調査

放流魚の効果を把握するため、県内の主な市場での漁獲物のモニタリング調

査を実施する。

（３）推進活動

栽培漁業の取り組み方や、効果について、協議を行う。

３．事業実施主体

(社 ) 島根県水産振興協会

４．当初予算額

１７，９５５千円



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ４県産品の販路開拓・拡大の支援

基 本 事 務 事 業 名 水産物の販路拡大事業

事 業 名 売れるしまねの水産物づくり事業

．趣旨1

消費者ニーズを的確に把握した「売れる商品づくり」への取組が、漁業経営の改

善には極めて重要な対策である。

このため、特に潜在能力の高い水産物について、商品の高度化や付加価値向上を

目的とした最適販売戦略を構築するとともに、戦略の実現につながるモデル的な取

組について重点的な支援を実施する。

２．事業概要

（１）売れるしまねの水産物づくり販売戦略構築事業

○各地区普及員室が選定した重点水産物について、普及員室を主体に生産者や漁

協・市町村・流通業者・水試等を構成員とする「販売戦略検討会議」を設置す

る。

○「販売戦略検討会議」において基礎試験や調査検討を実施し、売れる商品づく

りを実現するための「最適販売戦略」を策定するとともに、生産者等による戦

略の実践に対し指導・助言を実施する。

（２）売れるしまねの水産物づくり推進支援事業

○「最適販売戦略」の実践を目的とした、生産者等のパイロット的な取組を県が

補助する。

○事業実施結果を「販売戦略検討会議」にフィードバックして評価することで、

生産者等の取組のステップアップを図る。

３．事業実施主体

市町村、漁協、生産者グループ、流通・加工業者グループ

４．当初予算額

６，５００千円



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ４産業を担う人づくり

施 策 名 １農林水産業の新たな担い手の育成

基 本 事 務 事 業 名 水産業の担い手の総合対策

事 業 名 新規就業者確保・育成事業

１．趣旨

漁業就業者の定着促進を図るため漁業就業者確保育成 ｾﾝﾀｰを設置し、雇用機会の

創出を図る。また、漁業は地域における重要な就業の場の一つであることから、漁

業への就業希望者に漁業体験・研修の場を提供することで、漁業や漁村への理解を

深め、新たな担い手の確保・育成を図ることを目的とする。

２．事業概要

（１）事業内容

１）島根県漁業就業者確保育成センターの設置

本県の漁業･漁村の将来を担う新たな漁業就業希望者を確保するために

漁業就業等に関する相談窓口を設置する。

２）新規自営漁業者育成事業

新規自営漁業就業者の定着促進を図るため、既存の漁業就業者確保育成

センターが実施する漁業・漁村体験研修及び漁業技術習得研修に加えて、

新たに研修終了後の自立を助長するため経営安定資金を貸し付ける。

①漁業漁村体験研修：漁業 ･漁村の基礎的な知識習得及び乗船体験研修等

②漁労技術習得研修：漁業 ･漁船の専門的な知識に関する研修、漁労活動

を通じた漁業の専門的な技術の実践研修等

③新規自営漁業者定着支援資金

：上記研修終了後 年以内を限度に 万円 月を貸し付ける（対象1 15 /
者は 歳未満、 年間の自営漁業従事した場合は償還免除 。40 5 ）

３）漁業体験教室の開催

児童や水産高校生に漁業の果たす役割や漁業者の取り組みを知ってもら

うため、漁業について学習機会や漁業体験の場を提供する。

３．事業実施主体

１） ：島根県漁業就業者確保育成センター

２）①：島根県漁業就業者確保育成センター

②：島根県漁業就業者確保育成センター

③：市町村

３） ：県

４．当初予算額

１４，０６２千円



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 漁業経営安定化対策事業

事 業 名 水産業融資対策事業

１．趣旨

漁業設備の近代化と漁業経営の維持安定に必要な資金を長期低利で融資するため

の利子補給等をおこなう。

２．事業概要 （単位：千円）

（平成１８年２月２１日現在）

３．事業実施主体

県 （ただし、沿岸漁業改善資金を除く資金は、金融機関が融資を行う ）。

４．当初予算額 ６６８，３０５千円

（１）利子補給金 ４２，９０５千円

（２）貸付金 ６２５，４００千円

融資対象者 資金使途 融資限度
融資
利率

貸付枠 区分

9 (2)
15 (3)

機器購入等 7 (2)
漁具購入等 5 (2)
建物施設設置等 15 (3)

9 (2)
15 (3)

共同利用施設 漁協等 建物施設設置等 20 (3) 1,200,000 1.80 100,000
経営等改善資金 機器の購入 10 (3) 20,000 80,000

生活改善資金 生活環境の整備費用 7 (0) 1,500 10,000

青年漁業者等養成確保資金 経営開始に要する経費 10 (3) 50,000 40,000

漁業活性化資金 漁業者
漁業生産活動に
必要な資金

1 10,000
1.60

(特利0.80)
170,000

長期漁船建造資金

常時２名以上
が乗船する９
トン以上の船
舶を建造する
もの

漁船建造 20 (5) 400,000 2.00 500,000

漁業経営緊急支援資
金

漁業者
漁業生産活動に
必要な資金

6 (2)
1,000

～50,000
1.20 500,000

新日韓漁業協定
により影響を受
けた漁業者

既往債務の整理 10 (3)
50,000

～450,000
1.80 200,000

利子補給
財団10/10

新日韓漁業協
定により影響
を受けた漁協

既往債務の整理 10 (3)
既往債務の
８割以内

1.80 500,000
利子補給
財団10/10

10 (3)

資金種類
償還期限
()は据置

漁
業
近
代
化
資
金

２０トン未満漁船
その他個人施設

漁業者等

漁船建造等

２０トン以上漁船 漁業者等 漁船建造等

90,000

(住宅12,000)
1.80

500,000

利子補給
県10/10

50,000

360,000 1.80 100,000

沿岸
漁業
改善
資金

沿岸漁業者 無利息 県直貸

日本海沿岸漁業等経営安定
資金（漁業者借換資金）

日本海沿岸漁業等経営安定
資金（漁業協同組合借換資
金）

漁
業
振
興
資
金

貸付金
県10/10

漁業経営維持安定資金 漁業者 固定化債務の整理等
40,000

～400,000
1.80 200,000

利子補給
県10/10

（特認15)



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 漁業経営安定化対策事業

事 業 名 基幹漁業支援事業

１．趣旨

本県の基幹漁業である沖合底びき漁業において、漁業協同組合が事業主体となっ

て実施する漁船リース事業を支援するとともに、まき網や沖合底びき網を継続する

者に対する金融支援を行うことにより、本県漁業生産の維持と経営安定を推進し、

もって本県漁業の活性化を図る。

２．事業概要

【沖合底びき網漁船リース支援事業】

本県の基幹漁業である沖合底びき網漁業の維持を図るため、漁業協同組合が実施

する漁船リース事業に対し、リース料の一部を補助する。

【漁業経営安定化対策資金貸付預託事業】

基幹漁業者の操業の継続と安定を図るための１億円を上限とする短期運転資金

（１０年を限度に借換可）の融資制度を整備する。

３．事業実施主体

・沖 合 底 び き 網 漁 船 リ ー ス 支 援 事 業：漁業協同組合

・漁業経営安定化対策資金貸付預託事業：県

４．当初予算額

・沖 合 底 び き 網 漁 船 リ ー ス 支 援 事 業：１９年度～［債務負担行為］

・漁業経営安定化対策資金貸付預託事業：３５０，０００千円



【水 産 課】 〔主要事業〕

総合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 漁業経営安定化対策事業

事 業 名 離島漁業再生支援事業

．趣旨1

～水産版 直接交付金制度～

離島は一般に輸送、生産資材の取得など、販売・生産面で不利な状況にあり、近

年消費者の鮮度志向が強まる中で特に、販売面での不利が決定的なものになりつつ

ある。

また、漁業が基幹産業である離島においても、漁業者の減少や高齢化が進んでお

り、このままの状態を放置すれば漁場の活用が行われないだけでなく、本土の漁業

者にとっての前進基地としての機能も失われていく懸念がある。

このため、漁業の基盤となる漁場の生産力の向上や利用に関する話し合いを通じ

て、漁場の合理的な利用や新たな取り組みを行うための環境を整え、漁場の生産力

向上や集落の創意工夫を生かした新たな取り組みを促進する必要があり、その取り

組みをした支えするために必要な経費を交付金により支援する。

２．事業概要

（１）離島漁業再生支援交付金

集落協定を作成し、漁業の再生に取り組む漁業集落を支援する。

【集落協定内容】

漁業生産力の向上に関する取組：種苗放流、藻場・干潟の管理・改善、産卵場

育成場の整備、水質維持改善、植樹の整備等

創意工夫を生かした新たな取組：新たな漁具の導入、未利用資源の活用、高付

加価値化、流通体制の改善、海洋レジャー等

（２）離島漁業再生支援推進交付金

離島漁業再生支援交付金を推進するための事務費

３．事業実施主体

町村

４．当初予算額

２０９，３３０千円



【水 産 課】 〔その他事業〕

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計 画 政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 つくり育てる漁業推進事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 第 次栽培漁業基本計画か 県新 規 栽 培 対 象 技 術 開 発 5,426 5

ら栽培漁業対象種として新事業

たにアカアマダイを追加す

ることとした。内水面浅海

部において、アカアマダイ

、の生態調査を行うとともに

種苗生産技術の開発、中間

、育成及び放流試験を実施し

栽培漁業技術の早期確立を

図る。

基 本 事 務 事 業 名 内水面漁業の振興事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 平成１７年度に策定した宍 県宍 道 湖 ・ 中 海 水 産 資 源 39,583

（ラムサール緊 道湖・中海水産資源維持再維持再生事業

急 特 需 分 生構想に基づき、シジミ漁7,350

千円含む） 場改善事業などの施策や、

中海浅場機能の解明調査な

どを実施する。

総 合 政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

計 画 政 策 名 ５経営の安定強化の支援

施 策 名 １農林水産業の経営安定強化の支援

基 本 事 務 事 業 名 漁業経営安定化対策事業

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

漁業経営の改善に貢献する 漁 協漁業経営構造改善推進 100,152 千円

ため、漁業生産基盤である 市町村事業

共同利用施設等の整備を支

援する。



【漁港漁場整備課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 漁港の整備

事 業 名 漁港整備事業

政 策 の 柱 Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合

政 策 名 ３便利な暮らしの実現計 画

施 策 名 １道路網の整備

基 本 事 務 事 業 名 幹線道路の整備に資する漁港臨港道路整備事業

事 業 名 広域ネットワークの形成に資する漁港臨港道路整備事業

防波堤や岸壁、臨港道路等の漁港施設の整備並びに当該漁港を根拠地とする漁船が利用する共同漁

業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域における漁場の整備。

実 施 要 件 負 担 率 実施

事業の 計 画 利用漁船 対象漁船 県 地区

種類 採択単位 国

事 業 費 隻数港勢 種 別 (市町村) 数,

地域水 １事業当た １漁港当たり 第 種漁港又 複数の漁港及 漁港1

50 2 50/100 45/100 7産物供 り３億円を 隻以上又は は第 種漁港 び漁場（原則 本土 ～ ～

1 55/100 50/100給基盤 超えるもの 陸揚げ金額 （広域漁港整 同 一 市 町 村

55/100 45/100 5整備事 億円以上 備事業を行な 内）を一括し 離島 ～ ～

80/100 20/100業 わないもの） て一事業とす

る

広域漁 １事業当た 第 種漁港は 第 種漁港 漁 港 と 漁 場 漁港2 2

1 3 2 / 3 1 / 3 5港整備 り３億円を 漁港当たり 第 種漁港 （共同漁業権 本土 ～ ～

200 4 55/100 50/100事業 超えるもの 隻以上又 第 種漁港 内）を一括し

5 50/100 45/100 4は陸揚量 千 て一事業とす 離島 ～ ～

80/100 20/100ﾄﾝ以上 る

３．事業実施主体

県・市町村

４．当初予算額

Ⅰ－２－２ ・地域水産物供給基盤整備事業 １，６４２，５００千円

・広域漁港整備事業 ９８４，０００千円

・港整備交付金事業 ９７，４００千円

Ⅲ－３－１ ・広域漁港整備事業 ３２５，０００千円



【漁港漁場整備課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 漁場の造成・開発

事 業 名 漁場整備事業

１．趣旨

漁業の生産基盤である漁場の整備及び開発を行うことにより、漁業経営の安定的な発展と水産物の

安定供給に寄与するとともに、漁村地域の活性化を図る。

２．事業概要

１）事業の内容

・漁業活動、出荷流通の拠点である漁港の沖合域に、魚礁設置による優良な漁場造成や既存の天然

礁の機能強化を行う。

・沖合域には、まき網も利用可能な大規模な漁場造成を行う。

・ つくり育てる漁業」の効率的な推進を図るために、稚魚の保護育成や餌料環境を改善するため「

の増殖場の造成を行う。

２）負担割合

負 担 率

区 分 事業主体 国 県 市町村等

-魚礁設置 県 １／２ １／２

市町村 １／２ １／３ １／６

-増殖場 県 １／２ １／２

10 10市町村 １／２ １／ ４／

３．事業実施主体

県、市町村

４．当初予算額

５０６，７００千円



【漁港漁場整備課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅱそれぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り総 合

政 策 名 １安全な生活の確保計 画

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 漁港・漁港海岸施設災害復旧事業

事 業 名 災害復旧事業

１．趣旨

本県海岸線には漁港施設及び海岸保全施設が整備されているが、毎年、冬季風浪や台風などによる

災害を受けている。

漁港施設及び海岸保全施設に係る災害は、民生安定上、また、社会経済上重大な影響があるため、

本事業により早期復旧を図る。

２．事業概要

１）根拠法規

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（Ｓ２６．３．３１法律第９７号）

２）対象施設

① 漁 港

外郭施設：防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁

係留施設：岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場

水域施設：航路及び泊地

② 海 岸

、 、 、 、国土を保全するために防護することを必要とする海岸 または これに設置する堤防 護岸

突堤、その他海岸を防護するための施設

３）採択の範囲

① 最大風速（１０分間平均風速の最大）１５ｍ以上の風により発生した災害

② 最大２４時間雨量８０㎜以上の降雨により発生した災害

③ １箇所の工事の費用が、県に係るものにあっては１２０万円以上、市町村に係るものにあって

は６０万円以上

４）国庫負担率

本土：２／３、離島：４／５

３．事業実施主体

県、市町村

４．当初予算額

１５００００千円,



【漁港漁場整備課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅱそれぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り総 合

政 策 名 １安全な生活の確保計 画

施 策 名 ７災害に強い県土づくり

基 本 事 務 事 業 名 漁港海岸の保全

事 業 名 漁港海岸保全事業

１．趣旨

津波、高潮、波浪、その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に

資する。

２．事業概要

（１）高潮対策事業・侵食対策事業

①事業概要

国民経済上及び民生安定上重要な地域を高潮、津波、波浪等による被害から守るため（高

潮対策）又は貴重な国土を海岸侵食から守るため（侵食対策）海岸保全施設の新設・改良を

行う事業。

②採択基準

高潮・波浪・津波（高潮対策）又は侵食（侵食対策）による被害が発生するおそれの大な

、 、 。る海岸であり 防護面積・防護人口が１㎞当たり ５ 以上又は５０人以上を基準とするha
総事業費が本土の県営１億円以上、本土の市町村営９千万円以上、その他は５千万円以上

であること。

③国庫補助率 本土 １２ 離島 ５．５１０/ /
（２）海岸環境整備事業

①事業概要

国土の保全と併せて、海岸部の総合的レクリエーション機能の整備を図る事業。

②採択基準

周辺に公営の公園等レクリエーション施設のある区域又は計画中の区域において、より総合

的なレクリエーション機能が発揮でき、民間の施設と競合しないもの。また、本事業で造成

された施設等は地方公共団体が一元的に管理運営できるものであること。

総事業費が県営・市町村営ともに１億円以上であること。

③国庫補助率 本土・離島 １３/

３．事業実施主体

県、市町村

４．当初予算額

高 潮 対 策 事 業 －

侵 食 対 策 事 業 ２２０，９５０千円

海岸環境整備事業



【漁港漁場整備課】 〔主要事業〕

政 策 の 柱 Ⅲ豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り総 合

政 策 名 ４快適な暮らしの実現計 画

施 策 名 ２快適な居住環境づくり

漁村環境の整備基 本 事 務 事 業 名

事 業 名 漁村環境整備事業

１．趣旨

・市町村が行う漁村地域における下水道や緑地広場等の整備を支援する。

２．事業概要

１） 漁業集落環境整備事業

集落道、水産飲雑用水施設、漁業集落排水施設、防災安全施設、緑地・広場施設、環境改善施

設のための用地等の整備を行う。

実 施 要 件 負 担 率 実施

事業の種類 計 画 漁業依存度 対象人口 採択単位 国 市町村 地区

事業費 漁 家 率 数

1 300 50/100 50/100 4漁業集落環境 事業当た 依存度又は 人口 人 漁港背後又は 本土

備事業 千万円以 漁家率 位 (集落排水は 漁港背後以外3 1
5上のもの 人 ) 以 上 の漁業集落 離島. 100 50/100 50/100

人以下5000

２）漁港環境整備事業

、 、 、 、漁港における景観の保持 美化を図り 快適にして潤いのある漁港環境を形成するため 植栽

休憩所、運動施設等の整備を行う。

実 施 要 件 負 担 率 実施

事業の種類 計 画 計画規模 国 県 地区

事業費 (全年計画面積) (市町村) 数

1 1 2 50/100 50/100 1漁港環境整備事 事業当たり 第 種漁港又は第 種漁港 本土

業 ５千万円以上 は ㎡以上1,200
-のもの 第 種漁港又は第 種漁港 離島3 4 50/100 50/100

は ㎡以上2,500

３）漁村づくり総合整備事業

漁港施設(基本施設、輸送施設、漁港施設用地等)及び生活環境施設(集落道・水産飲雑用水施

設・集落排水施設・公園等)等を総合的に整備する。

実 施 要 件 負 担 率 実施

事業の種類 計 画 漁業依存度 対象人口 採択単位等 国 市町村 地区

事業費 漁 家 率 数

漁村づくり総合 (漁港施設) 漁業依存度 人口 人～ 第 種漁港 (漁港施設) (漁港施設)50 1
. 800 55/100 45/100 2整備事業 全体事業費 又は漁家率 人(交流 で条件不利

3 10 1 80/100 20/100億円超 位 促進型のみ) 地域 ～ ～

億円未満 年間漁港来 (漁集施設) (漁集施設)

50/100 50/100(漁集施設) 訪者数延べ

千万円以上 人以上3 5000

３．事業実施主体

県・市町村

４．当初予算額

・漁業集落環境整備事業 ４５４，５３４千円 ・漁村再生交付金事業 １１７，２８０千円

・漁港環境整備事業 ２０，０００千円

・漁村づくり総合整備事業 ９６，４００千円



【漁港漁場整備課】 〔その他事業〕

政 策 の 柱 Ⅰ活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り総 合

政 策 名 ２戦略的な生産・販売による創造的な産業活動の促進計 画

施 策 名 ２農林水産業の生産力の向上支援

基 本 事 務 事 業 名 漁港の整備

事業実施主体事 業 名 当初予算額 事業概要

千円 ・漁業活動の基盤である漁港施設 県漁港整備事業（県単） 30,950

で、国庫補助事業対象外の施設の新

設・改良を行なうことにより、漁港

機能の増大を図る。

千円 ・国庫補助の対象とならない、付属 県漁港管理 29,602

、 、工作物の小規模な修繕 取り替え等

既存の漁港施設の補修を行なうこと

、 。により 漁港施設の機能保持を図る

また、路面損傷が進み、通行に支障

を来している臨海道路の補修等を行

ない、円滑な漁業活動に資する。



農林水産部　平成１８年度当初予算

総　　　　額

（単位：千円）
平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率(％)

項　　　目 当初予算 当初予算
（Ａ） （Ｂ) （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

農 林 水 産 総 務 課 457,692 628,722 △ 171,030 72.8

農 業 経 営 課 5,934,935 7,234,357 △ 1,299,422 82.0

農 畜 産 振 興 課 4,132,685 3,381,667 751,018 122.2

しまねブランド推進課 482,157 486,623 △ 4,466 99.1

農 村 整 備 課 6,776,906 9,097,087 △ 2,320,181 74.5

農 地 整 備 課 14,097,007 15,211,281 △ 1,114,274 92.7

（ 小 計 ） 31,881,382 36,039,737 △ 4,158,355 88.5

林 業 課 3,673,589 3,884,620 △ 211,031 94.6

森 林 整 備 課 7,112,872 8,613,847 △ 1,500,975 82.6

（ 小 計 ） 10,786,461 12,498,467 △ 1,712,006 86.3

水 産 課 2,770,495 3,073,077 △ 302,582 90.2

漁 港 漁 場 整 備 課 5,022,301 6,591,118 △ 1,568,817 76.2

（ 小 計 ） 7,792,796 9,664,195 △ 1,871,399 80.6

50,460,639 58,202,399 △ 7,741,760 86.7

農 業 改 良 資 金 166,424 141,589 24,835 117.5

林 業 改 善 資 金 62,438 89,591 △ 27,153 69.7

林業就業促進資金 20,491 25,077 △ 4,586 81.7

沿岸漁業改善資金 294,938 288,775 6,163 102.1

544,291 545,032 △ 741 99.9

23,244 29,105 △ 5,861 79.9

47,099 51,680 △ 4,581 91.1

614,634 625,817 △ 11,183 98.2

農林水産部　　合　　計 51,075,273 58,828,216 △ 7,752,943 86.8

農
　
　
　
業

林
　
業

水
　
産
　
業

一
　
般
　
会
　
計

合　　計

臨 港 地 域 整 備

合　　計

農
林
漁
業
改
善
資
金

特
 
別
 
会
 
計

（　小　　計　）

中 海 水 中 貯 木 場



（１）　公　　共　　事　　業

①　補　　助　　公　　共
（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

282,936 153,098 129,838 184.8

4,974,919 7,211,201 △2,236,282 69.0

8,111,855 9,255,896 △1,144,041 87.6

 一     般 7,896,582 9,040,896 △1,144,314 87.3
 災害（関連） 215,273 215,000 273 100.1

4,870,461 5,911,176 △1,040,715 82.4

 一     般 4,270,461 5,311,176 △1,040,715 80.4
 災害（関連） 600,000 600,000 0 100.0

漁 港 漁 場 整 備 課 4,329,844 5,939,386 △1,609,542 72.9

合　　　　　計 22,570,015 28,470,757 △5,900,742 79.3

 一     般 21,754,742 27,655,757 △5,901,015 78.7
 災害（関連） 815,273 815,000 273 100.0

②　県　　単　　継　　足

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

15,401 16,415 △1,014 93.8

85,010 111,162 △26,152 76.5

29,550 11,750 17,800 251.5

72,466 91,791 △19,325 78.9

 一     般 57,466 76,791 △19,325 74.8
 災害（関連） 15,000 15,000 0 100.0

30,000 44,000 △14,000 68.2

合　　　　　計 232,427 275,118 △42,691 84.5

 一     般 217,427 260,118 △42,691 83.6
 災害（関連） 15,000 15,000 0 100.0

③　県　　単　　公　　共

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

1,134,000 1,223,000 △89,000 92.7

 一     般 1,129,000 1,218,000 △89,000 92.7

 災害（関連） 5,000 5,000 0 100.0

408,984 561,420 △152,436 72.8

 一     般 288,984 441,420 △152,436 65.5

 災害（関連） 120,000 120,000 0 100.0

30,950 35,100 △4,150 88.2

合　　　　　計 1,573,934 1,819,520 △245,586 86.5

 一     般 1,448,934 1,694,520 △245,586 85.5

 災害（関連） 125,000 125,000 0 100.0

農 畜 産 振 興 課

農 村 整 備 課

農 地 整 備 課

森 林 整 備 課

漁 港 漁 場 整 備 課

農 畜 産 振 興 課

農 村 整 備 課

農 地 整 備 課

森 林 整 備 課

漁 港 漁 場 整 備 課

農 地 整 備 課

森 林 整 備 課



④　受　託　事　業

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

0 4,100 △4,100 0.0%

410,232 249,000 161,232 164.8%

5,128 4,536 592 113.1%

3,000 3,000 0 100.0%

合　　　　計 418,360 260,636 157,724 160.5

公共事業計 24,794,736 30,826,031 △6,031,295 80.4

（２）　準　　公　　共　　事　　業

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

543,037 184,799 358,238 293.9

174,107 469,505 △295,398 37.1

100,152 76,809 23,343 130.4

99,078 16,868 82,210 587.4

合　　　　計 916,374 747,981 168,393 122.5

（３）　災　　害　　復　　旧

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

1,695,695 1,587,895 107,800 106.8

補　　助 1,695,695 1,587,895 107,800 106.8

238,000 264,000 △26,000 90.2

150,000 150,000 0 100.0

合　　　　計 2,083,695 2,001,895 81,800 104.1

農 地 整 備 課

漁港漁場整備課(補助)

農 村 整 備 課

農 畜 産 振 興 課

林 業 課

水 産 課

農地整備課（補助）

漁 港 漁 場 整 備 課

漁 港 漁 場 整 備 課

森 林 整 備 課

森 林 整 備 課 (補助 )



（４）一　　般　  事　  業

（単位：千円）

平成１８年度 平成１７年度 比較増減 比 率 (％)

項　　　目 当初予算 当初予算

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） (Ａ)/(Ｂ)

農 林 水 産 総 務 課 457,692 628,722 △171,030 72.8

農 業 経 営 課 5,934,935 7,234,357 △1,299,422 82.0

農 畜 産 振 興 課 3,291,311 3,027,355 263,956 108.7

しまねブランド推進課 482,157 486,623 △4,466 99.1

農 村 整 備 課 1,716,977 1,770,624 △53,647 97.0

農 地 整 備 課 2,715,675 2,883,740 △168,065 94.2

（  小  計  ） 14,598,747 16,031,421 △1,432,674 91.1

林 業 課 3,499,482 3,415,115 84,367 102.5

森 林 整 備 課 1,517,833 1,780,924 △263,091 85.2

（  小  計  ） 5,017,315 5,196,039 △178,724 96.6

水 産 課 2,670,343 2,996,268 △325,925 89.1

漁 港 漁 場 整 備 課 379,429 402,764 △23,335 94.2

（  小  計  ） 3,049,772 3,399,032 △349,260 89.7

合　　計 22,665,834 24,626,492 △1,960,658 92.0

（５）特　　別　　会　　計

農 業 改 良 資 金 166,424 141,589 24,835 117.5

林 業 改 善 資 金 62,438 89,591 △27,153 69.7

林 業 就 業 促 進 資 金 20,491 25,077 △4,586 81.7

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 294,938 288,775 6,163 102.1

（  小  計  ） 544,291 545,032 △741 99.9

中 海 水 中 貯 木 場 23,244 29,105 △5,861 79.9

臨 港 地 域 整 備 47,099 51,680 △ 4,581 91.1

合　　計 614,634 625,817 △11,183 98.2



　　農林水産部　　平成１３～１８年度当初予算の推移

総　　　　額

（Ｈ１8．3．31現在）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

項　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

総 務 管 理 課 2,368,259 623,730 26.3% 0.0%
農 林 水 産 総 務 課 1,816,726 1,683,559 628,722 457,692 皆増 92.7% 37.3% 72.8%
農 業 振 興 課 5,344,726 7,201,923 134.7% 0.0%
農 業 経 営 課 7,109,284 6,656,526 7,234,357 5,934,935 皆増 93.6% 108.7% 82.0%
生 産 流 通 課 9,015,877 0.0%
生 産 指 導 課 6,913,544 皆増 0.0%
生 産 振 興 課 4,612,627 2,567,535 皆増 55.7% 0.0%
畜 産 振 興 課 3,665,431 3,361,341 2,781,553 2,733,117 91.7% 82.8% 98.3% 0.0%
農 畜 産 振 興 課 3,381,667 4,132,685 皆増 122.2%

しまねブランド推進室 478,427 488,350 474,084 皆増 102.1% 97.1% 0.0%
しまねブランド推進課 486,623 482,157 皆増 99.1%

農 村 整 備 課 16,326,614 14,383,464 11,935,917 10,972,451 9,097,087 6,776,906 88.1% 83.0% 91.9% 82.9% 74.5%
農 地 整 備 課 24,000,790 23,530,853 20,269,704 17,154,612 15,211,281 14,097,007 98.0% 86.1% 84.6% 88.7% 92.7%
（ 小 計 ） 60,721,697 56,493,282 49,014,161 42,241,884 36,039,737 31,881,382 93.0% 86.8% 86.2% 85.3% 88.5%
林 業 管 理 課 1,399,127 2,309,916 165.1% 0.0%
林 業 課 4,859,744 3,746,960 3,884,620 3,673,589 皆増 77.1% 103.7% 94.6%
林 業 振 興 課 10,100,669 9,131,648 90.4% 0.0%
森 林 整 備 課 7,522,604 7,036,045 11,172,991 10,599,324 8,613,847 7,112,872 93.5% 158.8% 94.9% 81.3% 82.6%
（ 小 計 ） 19,022,400 18,477,609 16,032,735 14,346,284 12,498,467 10,786,461 97.1% 86.8% 89.5% 87.1% 86.3%
漁 業 管 理 課 2,327,806 3,869,572 166.2% 0.0%
水 産 課 5,066,040 3,253,038 3,073,077 2,770,495 皆増 64.2% 94.5% 90.2%
水 産 振 興 課 1,847,128 1,767,638 95.7% 0.0%
漁 港 課 10,668,100 8,765,801 82.2% 0.0%
漁 港 漁 場 整 備 課 8,803,919 8,184,513 6,591,118 5,022,301 皆増 93.0% 80.5% 76.2%
（ 小 計 ） 14,843,034 14,403,011 13,869,959 11,437,551 9,664,195 7,792,796 97.0% 96.3% 82.5% 84.5% 80.6%

94,587,131 89,373,902 78,916,855 68,025,719 58,202,399 50,460,639 94.5% 88.3% 86.2% 85.6% 86.7%

165,704 133,816 143,035 153,697 141,589 166,424 80.8% 106.9% 107.5% 92.1% 117.5%

86,291 126,819 157,606 153,309 89,591 62,438 147.0% 124.3% 97.3% 58.4% 69.7%

22,349 25,374 25,353 27,017 25,077 20,491 113.5% 99.9% 106.6% 92.8% 81.7%

185,006 180,434 228,856 269,102 288,775 294,938 97.5% 126.8% 117.6% 107.3% 102.1%

459,350 466,443 554,850 603,125 545,032 544,291 101.5% 119.0% 108.7% 90.4% 99.9%

83,800 69,639 407,269 29,051 29,105 23,244 83.1% 584.8% 7.1% 100.2% 79.9%

3,578 3,578 67,578 80,000 51,680 47,099 100.0% 1888.7% 118.4% 64.6% 91.1%

546,728 539,660 1,029,697 712,176 625,817 614,634 98.7% 190.8% 69.2% 87.9% 98.2%

各年度対前年予算伸び率　（％）

特
別
会
計 中 海 水 中 貯 木 場

林 業 就 業 促 進 資 金

沿 岸 漁 業 改 善 資 金

農 業 改 良 資 金

林 業 改 善 資 金

臨 港 地 域 整 備

一
般
会
計

合 計

農
業

合 計

（ 小 計 ）

林
業

水
産
業



（１）　公　　共　　事　　業

①　補　　助　　公　　共
（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8
（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

286,081 230,714 336,850 351,524 80.6% 146.0% 104.4% 0.0%

153,098 282,936 皆増 184.8%

14,365,453 12,453,763 10,339,222 9,451,608 7,211,201 4,974,919 86.7% 83.0% 91.4% 76.3% 69.0%

農　地　整　備　課 14,047,571 14,109,065 13,000,568 10,704,815 9,255,896 8,111,855 100.4% 92.1% 82.3% 86.5% 87.6%

 一     般 13,522,400 13,592,745 12,785,568 10,489,815 9,040,896 7,896,582 100.5% 94.1% 82.0% 86.2% 87.3%
 災害（関連） 525,171 516,320 215,000 215,000 215,000 215,273 98.3% 41.6% 100.0% 100.0% 100.1%

林　業　振　興　課 4,418,190 3,557,321 80.5% 0.0%

森　林　整　備　課 6,357,373 5,627,332 7,311,837 7,084,713 5,911,176 4,870,461 88.5% 129.9% 96.9% 83.4% 82.4%

 一     般 5,432,373 4,727,332 6,711,837 6,484,713 5,311,176 4,270,461 87.0% 142.0% 96.6% 81.9% 80.4%
 災害（関連） 925,000 900,000 600,000 600,000 600,000 600,000 97.3% 66.7% 100.0% 100.0% 100.0%

水　産　振　興　課 921,400 834,760 90.6% 0.0%

漁　　  港 　   課 9,632,057 8,074,771 83.8% 0.0%

8,125,817 7,477,987 5,939,386 4,329,844 皆増 92.0% 79.4% 72.9%

50,028,125 44,887,726 39,114,294 35,070,647 28,470,757 22,570,015 89.7% 87.1% 89.7% 81.2% 79.3%

 一     般 48,577,954 43,471,406 38,299,294 34,255,647 27,655,757 21,754,742 89.5% 88.1% 89.4% 80.7% 78.7%
 災害（関連） 1,450,171 1,416,320 815,000 815,000 815,000 815,273 97.7% 57.5% 100.0% 100.0% 100.0%

②　県　　単　　継　　足

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8
（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

畜　産　振　興　課 32,733 36,127 25,687 15,368 110.4% 71.1% 59.8% 0.0%

農　畜　産　振　興　課 16,415 15,401 皆増 93.8%

農　村　整　備　課 273,086 245,777 152,285 129,413 111,162 85,010 90.0% 62.0% 85.0% 85.9% 76.5%

農　地　整　備　課 130,040 128,885 32,286 35,350 11,750 29,550 99.1% 25.1% 109.5% 33.2% 251.5%

林　業　振　興　課 130,775 128,088 97.9% 0.0%

森林整備課（災害関連） 37,500 25,000 144,411 115,199 91,791 72,466 66.7% 577.6% 79.8% 79.7% 78.9%

水  産  振  興  課 40,000 36,000 90.0% 0.0%

漁 港 漁 場 整 備 課 42,900 32,000 44,000 30,000 皆増 74.6% 137.5% 68.2%

合　　　　　計 644,134 599,877 397,569 327,330 275,118 232,427 93.1% 66.3% 82.3% 84.0% 84.5%

畜　産　振　興　課

農　畜　産　振　興　課

農　村　整　備　課

漁 港 漁 場 整 備 課

合　　　　　       計

各年度対前年予算伸び率　（％）

各年度対前年予算伸び率　（％）



③　県　　単　　公　　共

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

農　地　整　備　課 3,005,000 3,529,000 2,105,000 1,413,000 1,223,000 1,134,000 117.4% 59.6% 67.1% 86.6% 92.7%

 一     般 3,000,000 3,524,000 2,100,000 1,408,000 1,218,000 1,129,000 117.5% 59.6% 67.0% 86.5% 92.7%

 災害（関連） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

林　業　振　興　課 1,914,040 975,450 51.0% 0.0%

森　林　整　備　課 250,539 287,985 1,043,291 646,770 561,420 408,984 114.9% 362.3% 62.0% 86.8% 72.8%

 一     般 75,539 67,985 923,291 526,770 441,420 288,984 90.0% 1358.1% 57.1% 83.8% 65.5%

 災害（関連） 175,000 220,000 120,000 120,000 120,000 120,000 125.7% 54.5% 100.0% 100.0% 100.0%

漁　　　港 　　課 59,769 53,792 90.0% 0.0%

漁 港 漁 場 整 備 課 32,275 17,848 35,100 30,950 皆増 55.3% 196.7% 88.2%

合　　　　　       計 5,229,348 4,846,227 3,180,566 2,077,618 1,819,520 1,573,934 92.7% 65.6% 65.3% 87.6% 86.5%

 一     般 5,049,348 4,621,227 3,055,566 1,952,618 1,694,520 1,448,934 91.5% 66.1% 63.9% 86.8% 85.5%

 災害（関連） 180,000 225,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125.0% 55.6% 100.0% 100.0% 100.0%

④　受　託　事　業

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

農　村　整　備　課 99,125 26,250 400 8,100 4,100 26.5% 1.5% 2025.0% 50.6% 0.0%

農　地　整　備　課 75,000 115,625 72,000 18,163 249,000 410,232 154.2% 62.3% 25.2% 1370.9% 164.8%

森　林　整　備　課 4,536 5,128 皆増 113.1%

漁 港 漁 場 整 備 課 0 3,400 3,000 3,000 皆増 88.2% 100.0%

合　　　　         計 174,125 141,875 72,400 29,663 260,636 418,360 81.5% 51.0% 41.0% 878.7% 160.5%

56,075,732 50,475,705 42,764,829 37,505,258 30,826,031 24,794,736 90.0% 84.7% 87.7% 82.2% 80.4%公 共  事  業  計

各年度対前年予算伸び率　（％）

各年度対前年予算伸び率　（％）



（２）　準　　公　　共　　事　　業

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

農　業　振　興　課 1,211,898 2,117,122 174.7% 0.0%

生　産　振　興　課 1,788,517 427,827 皆増 23.9% 0.0%

農 畜 産 振 興 課 184,799 543,037 皆増 293.9%

林　業　管　理　課 49,779 80,559 161.8% 0.0%

林　　　業　 　課 268,861 200,757 469,505 174,107 皆増 74.7% 233.9% 37.1%

水　産　振　興　課 112,970 144,010 127.5% 0.0%

水　　　産 　　課 171,360 225,827 76,809 100,152 皆増 131.8% 34.0% 130.4%

漁　　  港 　　課 31,400 58,400 186.0% 0.0%

漁 港 漁 場 整 備 課 25,830 89,810 16,868 99,078 皆増 347.7% 18.8% 587.4%

合　　　　         計 1,406,047 2,400,091 2,254,568 944,221 747,981 916,374 170.7% 93.9% 41.9% 79.2% 122.5%

（３）　災　　害　　復　　旧

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

　　　項　　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

農 地 整 備 課 2,722,829 1,583,696 1,481,530 1,621,200 1,587,895 1,695,695 58.2% 93.5% 109.4% 97.9% 106.8%

補   　助 2,717,212 1,549,903 1,481,530 1,621,200 1,587,895 1,695,695 57.0% 95.6% 109.4% 97.9% 106.8%

直   　轄 5,617 33,793 601.6% 0.0%

林 業 振 興 課(補助) 522,402 242,725 46.5% 0.0%

森 林 整 備 課(補助) 193,325 266,000 264,000 238,000 皆増 137.6% 99.2% 90.2%

漁  　 港   　課(補助) 500,000 150,000 30.0% 0.0%

漁港漁場整備課（補助） 150,000 150,000 150,000 150,000 皆増 100.0% 100.0% 100.0%

合　　　　       計 3,745,231 1,976,421 1,824,855 2,037,200 2,001,895 2,083,695 52.8% 92.3% 111.6% 98.3% 104.1%

各年度対前年予算伸び率　（％）

各年度対前年予算伸び率　（％）



（４）　一　　般　  事　  業

（単位：千円）

平成１3年度 平成１４年度 平成１5年度 平成１6年度 平成１7年度 平成１8年度

項　　　目 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 当初予算 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 Ｈ１8

（A） （B） （C） （D） （E） （F） (B)/(A) (C)/(B) (D)/(C) (E)/(D) (F)/(E)

総 務 管 理 課 2,368,259 623,730 26.3% 0.0%

農 林 水 産 総 務 課 1,816,726 1,683,559 628,722 457,692 皆増 92.7% 37.3% 72.8%

農 業 振 興 課 4,132,828 5,084,801 123.0% 0.0%

農 業 経 営 課 7,109,284 6,656,526 7,234,357 5,934,935 皆増 93.6% 108.7% 82.0%

生 産 流 通 課 9,015,877 0.0%

生 産 指 導 課 6,913,544 皆増 0.0%

生 産 振 興 課 2,824,110 2,139,708 皆増 75.8% 0.0%

畜 産 振 興 課 3,346,617 3,094,500 2,419,016 2,366,225 92.5% 78.2% 97.8% 0.0%

農 畜 産 振 興 課 3,027,355 3,291,311 皆増 108.7%

し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 室 478,427 488,350 474,084 皆増 102.1% 97.1% 0.0%

し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 486,623 482,157 皆増 99.1%

農 村 整 備 課 1,588,950 1,657,674 1,444,010 1,383,330 1,770,624 1,716,977 104.3% 87.1% 95.8% 128.0% 97.0%

農 地 整 備 課 4,020,350 4,064,582 3,578,320 3,362,084 2,883,740 2,715,675 101.1% 88.0% 94.0% 85.8% 94.2%

（  小  計  ） 24,472,881 21,917,258 19,679,816 18,065,516 16,031,421 14,598,747 89.6% 89.8% 91.8% 88.7% 91.1%

林 業 管 理 課 1,349,348 2,229,357 165.2% 0.0%

林 業 課 4,590,883 3,546,203 3,415,115 3,499,482 皆増 77.2% 96.3% 102.5%

林 業 振 興 課 3,115,262 4,228,064 135.7% 0.0%

森 林 整 備 課 877,192 1,095,728 2,480,127 2,486,642 1,780,924 1,517,833 124.9% 226.3% 100.3% 71.6% 85.2%

（  小  計  ） 5,341,802 7,553,149 7,071,010 6,032,845 5,196,039 5,017,315 141.4% 93.6% 85.3% 86.1% 96.6%

漁 業 管 理 課 2,327,806 3,869,572 166.2% 0.0%

水 産 課 4,894,680 3,027,211 2,996,268 2,670,343 皆増 61.8% 99.0% 89.1%

水 産 振 興 課 772,758 752,868 97.4% 0.0%

漁 港 課 444,874 428,838 96.4% 0.0%

漁 港 漁 場 整 備 課 427,097 413,468 402,764 379,429 皆増 96.8% 97.4% 94.2%

（  小  計  ） 3,545,438 5,051,278 5,321,777 3,440,679 3,399,032 3,049,772 142.5% 105.4% 64.7% 98.8% 89.7%

合　　計 33,360,121 34,521,685 32,072,603 27,539,040 24,626,492 22,665,834 103.5% 92.9% 85.9% 89.4% 92.0%

農 業 改 良 資 金 165,704 133,816 143,035 153,697 141,589 166,424 80.8% 106.9% 107.5% 92.1% 117.5%

林 業 改 善 資 金 86,291 126,819 157,606 153,309 89,591 62,438 147.0% 124.3% 97.3% 58.4% 69.7%

林 業 就 業 促 進 資 金 22,349 25,374 25,353 27,017 25,077 20,491 113.5% 99.9% 106.6% 92.8% 81.7%

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 185,006 180,434 228,856 269,102 288,775 294,938 97.5% 126.8% 117.6% 107.3% 102.1%

（  小  計  ） 459,350 466,443 554,850 603,125 545,032 544,291 101.5% 119.0% 108.7% 90.4% 99.9%

中 海 水 中 貯 木 場 83,800 69,639 407,269 29,051 29,105 23,244 83.1% 584.8% 7.1% 100.2% 79.9%

臨 港 地 域 整 備 3,578 3,578 67,578 80,000 51,680 47,099 100.0% 1888.7% 118.4% 64.6% 91.1%

合　　計 546,728 539,660 1,029,697 712,176 625,817 614,634 98.7% 190.8% 69.2% 87.9% 98.2%

各年度対前年予算伸び率　（％）



審議会等一覧

（１）法令によるもの
所属課 名 称 概 要 委員数

（ ）農林水産 島根県森林審議会 森林法 昭和２６年法律第２４９号
総務課 の規定に基づき、知事の諮問に応じ １２人

て、森林・林業施策に関する重要事
項を調査審議し答申する。

農業経営課 島根県農業共済保険 農業災害補償法（昭和２２年法律第
審査会 １８５号）の規定に基づき、農業共 １０人

済組合連合会の組合員が保険に関す
る事項について訴を提起する際の審
査や、知事の諮問に応じて農業災害
の発生、予防及び防止に関する事項
等について調査審議する。

しまねブラ 島根県卸売市場審議 卸売市場法（昭和４６年４月３日法 １０人
ンド推進課 会 律第３５号）の規定に基づき知事の

諮問に応じ島根県卸売市場整備計画
に関する事項、その他卸売市場に関
する重要事項を調査審議する。

（ ）水産課 内水面漁場管理委員 漁業法 昭和２４年法律第２６７号
会 の規定に基づき島根県内の内水面に １０人

。おける漁業に関する事項を処理する
（ ）水産課 島根海区漁業調整委 漁業法 昭和２４年法律第２６７号

員会 の規定に基づき島根海区（鳥取県と １５人
島根県との境から島根県と山口県と
の境に至る地先水面。中海を含む）
における漁業に関する事項を処理す
る。

（ ）隠岐支庁 隠岐海区漁業調整委 漁業法 昭和２４年法律第２６７号
員会 の規定に基づき、隠岐海区（隠岐郡 １０人

の地先海面）における漁業に関する
事項を処理する。

（２）条例によるもの
所属課 名 称 概 要 委員数

農林水産 農政審議会 知事の諮問に応じ、農業施策に関す
総務課 る重要事項を調査審議すること。 １２人

農林水産 島根県水産振興審議 本県水産振興に関する重要事項を調
総務課 会 査審議する。 １２人

農畜産振興 島根県みつばち転飼 みつ源植物の調査、増殖保護やみつ
課 調整審議会 源に対する転飼ほう群数、期間につ ９人

いて答申する。

漁港漁場整 浜田漁港管理会 浜田漁港の維持管理に関する重要事
備課 項を調査審議する。 １０人


